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１１　　中中小小企企業業制制度度融融資資   

資金 融資限度額 期       間

使途 （千円） 責任共有 責任共有外 (うち据置期間)(年) 責任共有 責任共有外 責任共有 責任共有外

設備80,000 設備12(1.0)

運転50,000 運転　7(0.5)

借換80,000 借換10(1.0)

80,000 10(1.0)

設備50,000 設備12(2.0)
運転30,000 運転10(2.0)

運転 280,000 1.65 1.50 15(1.0)
0.40～
   1.50

0.40～
   1.70

2.05～
   3.15

1.90～
   3.20

商工会議所等の指導機関の指導を
受け、経営改善計画を作成した者

(１)0.30～
　　  1.27
(２)0.34～
　　  1.43

(１)1.80～
　　  2.77
(２)1.84～
　　  2.93

設備50,000
運転30,000

その都度知事が定める

設備
運転

【一般保証枠】

280,000
【SN保証2号枠】

280,000

1.45 1.30 10（1.0） 0.40～1.50

　
0.40～

　　　1.70
［0.40～
0.91］

1.85～
　2.95

1.70～
　　　　3.00
［1.70～
2.21］

三菱農機等の農業用機械事業から
の撤退により、影響を受けたもの
※［　］はSN2号保証の認定を受けた
場合

その都度知事が定める

（注）
１．

２．

３．

４．

５．
６．

７．

８．

8(1.0)
取引先の倒産や事業活動の制限等
により経営の安定に支障を来してい
る者

1.70～
　3.00

1.70～
　3.00

0.40～
   1.50

0.40～
   1.50

災害により直接的又は間接的な被
害を受けた者

そ　　の　　都　　度　　知　　事　　が　　定　　め　　る

10(１.5)

事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合、同要綱の規定により各資金の保証料率に年０．２５％又は年０．４５％を上乗せする。

経営改善サポート資金の借入時の保証料率は国補助後、一律年０．４％となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対
象外となり、責任共有年０．８％、責任共有外年１．０％となる（経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ年０．２％上乗せ）。

経営改善長期借換資金、新事業展開強化資金の取扱期間は令和９年３月31日保証承諾分までとする。

一般資金（経営者保証非提供枠）、協調支援型経営課題対応特別資金及び経営改善サポート資金の取扱期間は令和９年３月31日保証申込分までとする。

12(2.0)1.45

1.35
0.40～
1.05

経済変動等資金 そ　　の　　都　　度　　知　　事　　が　　定　　め　　る

2.15

2.55～
　3.65

0.40～
   1.70

0.40～
   1.70

1.85～
　2.95

1.85～
　2.95

1.30

運転

緊
　
　
　
急

経
済
変
動
・
災
害

セーフティネット資金 運転 80,000 1.30

災害復旧資金
設備
運転

1.45

災害対策特別資金

50,000
2.40～
　3.70

再生の見込みがあり、商工会議所又
は商工会連合会の商工調停士の推
薦を受けている者

0.20～
   1.50

設備10(3.0)
運転設備
10(3.0)

運転10(1.0)

・特別の法律に基づき新たな事業等
に取り組む者
・計画等を策定し収益体質の強化に
取り組む者、事業承継に取り組む者
（運転のみ実施も認める）

経営改善長期借換資金

0.40～
   1.70

1.60
経営サポート会議等の支援により作
成した経営改善・再生計画を実行す
る者

2.00

0.40～
   1.50

1.70～
　3.00

左記(１)又は（２）に該当し、経営課
題の解決に取り組む者⑴原則として申込金融機関から本資金による融

資の実行と同時に本資金の融資額の１割以上の
プロパー融資(保証協会の保証を付さないで行う
融資をいう。)（融資期間が12か月以上であるもの
に限る。）を受ける場合
⑵申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営
行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の
報告を行う場合

1.55～
   2.65

1.40～
   2.70
［1.40～
1.91］

新たに事業を行う者（起業・開業及
び創業後5年未満）
※［　］は創業関連保証を適用する
場合

新
事
業
・
承
継

新事業展開強化資金
設備
運転

設備80,000
運転50,000

1.45 1.30
1.85～
　2.95

0.20～
   1.30

0.20～
  1.50

［0.20～
0.71］

280,000 1.75

1.50

0.20～
   1.30

0.4015(3.0) 0.40

設備12(1.0)
運転10(1.0)

0.20～
   1.20

1.65～
   2.50

1.50～
   2.50

小規模企業者（融資限度額は小規
模企業特別資金との合計による）

特
 
 
 
 
 
 
 

別

創
業

創業者支援資金
設備
運転

1.35

設備
運転

施設・設備の改善を行う者又は、運
転資金若しくは借換資金を必要とす
る者

設備
運転
借換

1.55

1.30 10(1.0)
0.20～
   1.20

1.50～
   2.50

保証協会保証付融資残高と新規申
込額との合計が2,000万円以内とな
る小規模企業者

0.20～
   1.05

R08 島根県中小企業制度融資等一覧表

資金名
融資利率（年％） 保証料率（年％） 融資利率+保証料率（年％）

摘要（融資対象者等）

施設・設備の改善を行う者又は、運
転資金若しくは借換資金を必要とす
る者（事業者選択型経営者保証非
提供促進特別保証を適用する場合
に限る)

一
　
　
　
　
　
　
　
般

0.60～
　1.90

0.60～
　2.10

1.40
0.40～
   1.50

2.15～
　3.45

2.00～
　3.50

0.40～
   1.70

1.95～
   3.05

1.80～
   3.10

1.55

再
生

経営改善サポート資金
設備
運転

1.40
一般資金（経営者保証
非提供枠）

設備
運転
借換

小規模企業育成資金
設備
運転

2.20

一
般
・
小
規
模

一般資金

小規模企業特別資金
設備
運転

20,000

設備
運転

三菱マヒンドラ農機
等対応枠

改
善
・
借
換 協調支援型経営課題対

応特別資金

再生支援資金

1.45 1.30

1.20

1.20 12(3.0)

20,000 10(1.0)

280,000

2.35

120,000

協調支援型経営課題対応特別資金の借入時の保証料率は国補助後、責任共有年０．３０～１．４３％となる。ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保
証料については国の補助の対象外となり、責任共有年０．４５～１．９０％となる。

令和８年島根県東部を震源とする地震災害対策特別資金の融資利率、保証料率は借入当初３年間、それぞれ利子補給、保証料補給により年０％となる。（ただし、利子
補給について、期限の利益を喪失 したものを除く。)　なお、事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合、年０．２５％又は年０．４５％の保証料が上乗せにな
り、借入当初３年間についても事業者負担とする。

0.40～
1.20

1.75～
2.40

1.60～
2.40

令和８年島根県東部
を震源とする地震災
害対策特別資金

島根県東部を震源とする地震によ
り、直接的・間接的な被害を受けた
者(各種特例措置適用保険を適用す
る場合の保証料率は年０．４０％～
年０．７１％)

一般資金（経営者保証非提供枠）の借入時の保証料率は国補助後、責任共有年０．６０～１．９０％、責任共有外年０．６０～２．１０％となる。ただし、
条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外となり、責任共有年０．６５～１．９５％、責任共有外年０．６５～２．１５％とな
る。

保証料率は、借受者の財務情報等をもとに、島根県信用保証協会が決定する。（利用する保証制度により、保証料率が本表と異なる場合がある。）

 

１１．．島島根根県県のの融融資資制制度度  

(1) 中小企業制度融資 

県中小企業課金融係    ℡0852-22-5882 

西部県民センター石見地域振興部（地域・商工・観光）   ℡0855-29-5745 

※ 県の制度融資のしくみ 

県の制度融資は、信用力・担保力の不足する中小企業者に対して、信用補完制度を活用して低利・

長期の資金を提供するものです。 

 

 

   ＊責任共有制度対象（負担金方式）の場合 

（１）融資実行

（２）中小企業者が償還不能となったとき 

県

信用保証協会 
日本政策
金融公庫 民間金融機関

中小企業者

④保険料支払

⑤原資預託

②融資認定
 保証承諾

(償還）
②融資認定 
 ③融 資 

③保証料支払

①保証申込 

県

信用保証協会 
日本政策
金融公庫

民間金融機関 

中小企業者

⑤(納付）

③損失補償

②代位弁済

①償還不能

②求償権

④(回収）

③保険金支払
⑤（還付）

商工会議所等

①融資申込

②融資認定

①融資申込 
 (意見書)

①融資申込
 (意見書)

⑥負担金支払* 

（主債務者・保証人）

− 1 −



 

※ 融資の申込みから融資実行までの手続 

１．一般資金、一般資金(経営者保証非提供枠)、小規模企業育成資金、創業者支援資金、新事業展

開強化資金、経営改善長期借換資金、協調支援型経営課題対応特別資金、経営改善サポート資金、

セーフティネット資金、災害復旧資金 

 

      受付 

 

 

 

 

 

 

                                     （認定通知） 

 

 ※融資期間延長制度も１と同様の手続とする。 

 

２．小規模企業特別資金 

                             ②（保証申込） 

                              

 

                              ③（保証） 

 

 

 

 

 

３．再生支援資金 

 

   受付                                     

                                      （認定通知） 

 

 

                     

                      

 

                                      

 

 

 

                                      

４．災害対策特別資金及び経済変動等資金 
  災害対策特別資金「令和８年度島根県東部を震源とする地震災害特別資金」及び経済変動等資金 

「三菱マヒンドラ農機等対応枠」は１のとおり。 
その他は、資金の制定の際定める。 

商工会議所等 取扱金融機関 保証協会 認定通知 

商工会議所等 

申込者 

取扱金融機関 

①（保証） 

②（融資） 

意見書 

商工会議所等 取扱金融機関 保証協会 認定通知 

申込者 審査会等 

商工会

議所等 

取扱金

融機関 

保証 

協会 
認定通知 

商工会議所等 

申込者 

取扱金融機関 

②（融資） 

意見書 

商工調停士 

推薦書 

県 

商工調停士 

保証協会 

①（保証） 

①（融資） 

申込者 

申込者 

受 付

申
込
者 

関係機関 

会議 

市町村 

（意見） 

（小規模企業育成資金のみ） 

 

 

※ 融資対象者 

中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件を備えている方が対象になります。 

資  金  名 期    間 対  象  者 

創業者支援資金 

創業計画段階から開業後５年未満 

（中小特定非営利活動法人について

は、法人設立前の計画段階での利用

は対象外） 

県内において事業所を有し、融資

対象業種を営んでいる方 

その他の資金 開業後１年以上 

【信用保証および信用保険の対象とならない業種】 

⑴ 農林漁業（一部業種は対象となる） 

⑵ 金融・保険業(「クレジットカード業」、「割賦金融業」、「金融商品取引業」、「商品先物取引業」、「商

品投資顧問業」、「補助的金融業」、「金融附帯業」、「金融代理業」、「保険媒介代理業」、「保険サービ

ス業」は対象となる。) 

⑶ 卸売業、小売業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号。以 

下「風営法」という。) 第２条第６項第５号に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第７項第 

２号に規定する無店舗型性風俗特殊営業に限る。) 

⑷ 風俗営業飲食業（風俗営業の許可を要する場合で、かつ、公序良俗に反するなど社会的に批判を 

受けるおそれのあるものに限る。） 

⑸ サービス業中次のもの 

   ① 物品賃貸業(風営法第２条第６項第５号に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第７項第 

２号に規定する無店舗型性風俗特殊営業に限る。) 

   ② 宿泊業(風営法第２条第６項第４号に規定する店舗型性風俗特殊営業に限る。) 

   ③ 洗濯・理容・美容・浴場業中の他に分類されない洗濯・理容・美容・浴場業(風営法第２条第 

６項第１号に規定する店舗型性風俗特殊営業に限る。) 

    ④ 娯楽業中、風営法第２条第６項第２号、第３号及び第６号に規定する店舗型性風俗特殊営業、 

同条第７項第１号に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第８項に規定する映像送信型性風 

俗特殊営業、同条第９項に規定する店舗型電話異性紹介営業並びに同条第 10項に規定する無店 

舗型電話異性紹介営業 

    ⑤ その他の事業サービス業中の他に分類されないその他の事業サービス業(集金業、取立業(公共 

料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。) に限る。) 

    ⑥政治・経済・文化団体 

    ⑦ 宗教 

（6）通信業中のインターネット付随サービス業（風営法第２条第８項に規定する映像送信型生風俗 

特殊営業に限る。） 

【該当しない方】 

１．県税を滞納している方 

２．資本金の２分の１以上が大企業から出資されている方 

３．信用保証協会が求償権を有している方 

４．その他、資金調達について制度融資によることが適当でない方 

  ※銀行取引停止処分中の方や暴力団・暴力団員の方など、信用保証協会による保証をご利用でき

ない方は利用できません。 
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※ 利用上の注意 

 
各 資 金 共 通 

１．中小企業制度融資の各資金の併用を認める。ただし、融資対象ごとに各資金の融資限度額（設備

資金については、設備の所要金額の範囲内）を適用する。 
２．事業者選択型経営者保証非提供制度要綱（20240115 中庁第 15 号）に規定する事業者選択型経営

者保証非提供制度を適用する場合においては、同要綱の規定により各資金の保証料率に年 0.25％又

は年 0.45％を上乗せする。 
 

設 備 資 金 

１．融資限度額は当該施設・設備の設置に要する金額（消費税額を含む。）の範囲内とする。 

２．土地取得は対象にしない。 

３．法定耐用年数及び返済能力を参考に融資期間を定める。 

４．機械設備等の中古品で、十分な性能等を有しているものは対象とする。 

５．販売用、賃貸用及びリース用の施設・設備は対象にしない。 

６．福利厚生施設としての従業員宿舎の一戸建は対象にしない。 

７．居宅と店舗等の併用建物の対象事業費は、面積比により決定する。 

８．車輌は、業態上明らかに営業用車輌と認められるものを対象とする。ただし、登録諸費用は対  
 象にしない。 

９．耐用年数が１年未満又は有形固定資産として登録されないものは対象にしない。 

10. 原則として県内事業所の縮小、廃止等を行わない場合に限り、県内に本拠を有する企業が設置す

る県外の施設・設備又は海外直接投資の事業に必要な設備資金の利用を認める。 

11．融資の認定前の施設・設備の設置、取得は原則として認めない。 

12．認定は、対象施設等の見積額により行い、取扱金融機関は契約書又は注文請書の写（自家施工の

場合は、原価計算書）の提出をまって対象経費額を確認の上、融資を実行するものとする。 

13．建物、機械設備等の修繕費は対象にしない。 

 

運 転 資 金 

１．県内に主たる事業所のない企業は対象にしない。ただし、独立採算をしている企業については、 

この限りでない。 

２．月商額の算出は、原則として直近の決算及び直近の決算以降の試算表等をもとに行う。ただし、 

経済的環境の変化により一時的に売上の減少を来しているが、中長期的には売上の回復等が見込ま

れる場合にあっては、２期前の決算をもとに算出することができる。 

３．原則として県内事業所の縮小、廃止等を行わない場合に限り、県内に本拠を有する企業が県外の

施設・設備又は海外直接投資（注）の事業において必要とする運転資金の利用を認める。 

（注） 海外直接投資の事業において必要とする資金とは、外国における支店等の設置又は拡張に要す

る資金及び出資割合が 10％以上となる海外法人への出資資金等、中小企業信用保険法（昭和 25年法律

第 264 号）第３条の７に規定する資金をいう。 

新型コロナウイルス感染症関連 

１．中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定による認定（新型コロナウイルス感染症に係るも

の）を受け令和４年 10 月１日以降に中小企業制度融資を申込む場合、融資を受けた者は、原則と

して５年間にわたり、半期に一度、金融機関に対し、経営状況等を報告することとし、金融機関は、

保証協会に対し中小企業者の経営課題に対する支援の実施状況等を報告するものとする。 

 

〈 語句の説明 〉 

（１）中小企業者とは 

次表の「資本金の額又は出資の総額」又は「従業員の数」のいずれかに該当する会社及び個人 

業   種 資本金の額又は出資の総額 従業員の数 

小 売 業 50 百万円以下 50 人以下 

卸 売 業 100 百万円以下 100 人以下 

サ ー ビ ス 業 50 百万円以下 100 人以下 

旅 館 業 50 百万円以下 200 人以下 

医 業 － 300 人以下 

ソ フ ト ウ ェ ア 業 又 は 情 報 処 理 サ ー ビ ス 業 300 百万円以下 300 人以下 

ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチ

ューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。） 
300 百万円以下 900 人以下 

製 造 業 ・ 建 設 業 ・ 運 輸 業 ・ そ の 他 業 種 300 百万円以下 300 人以下 

（２）組合とは 

中小企業協同組合法、その他の法律に基づいて設立された中小企業者の組合及びその連合会 

（３）中小特定非営利活動法人とは 

特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人であ

って、常時使用する従業員の数が 300 人（卸売業及びサービス業にあっては 100 人、小売業にあっ

ては 50 人）以下のもの 

（４）小規模企業者とは 

中小企業者又は中小特定非営利活動法人のうち、常時使用する従業員の数が 20 人（商業又はサー

ビス業については 5 人）以下のもの。ただし、中小企業信用保険法施行令（昭和 25 年政令第 350 号。

以下「政令」という。）第１条の２各号に規定する業種にあっては、常時使用する従業員の数がそ

の業種ごとに同条各号に規定する数以下の会社及び個人であるもの 

（５）指定再生手続開始申立等事業者とは 

破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始、特別清算開始の申立て又は手形交換所

における取引停止処分等の事由が生じた事業者であって、負債金額（金融機関からの借入金額を除

く。）が概ね 50,000 千円以上で、かつ、県内の中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人の経

営に重大な影響を及ぼすとして知事が指定したもの。ただし、商工会議所会頭等により特に意見が

あったものについては、この限りではない。 

（６）指定事業活動制限事業者とは 

県内の中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人に対する直接取引又は間接的な取引の連鎖

の関係にある事業者であって、事業活動の制限を行っており、当該県内の中小企業者、組合又は中

小特定非営利活動法人の事業活動に重大な影響を及ぼすとして知事が指定したもの 

（７）指定地域とは 

指定事業活動制限事業者により、当該事業者の事業所が所在する特定の地域内に事業所を有する

相当数の中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人の事業活動が重大な影響を受けているとして

知事が指定した地域 
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（第４条、第６条－第８条関係）
　　　　　　　制　度　融　資　一　覧

制 の
度 種
融 類 信用保証の要否

資 責任共有利率 責任共有外利率 （保証料率）

一般資金 設備資金 設備資金 年1.55㌫ 年1.40㌫ 設備資金 設備資金 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
運転資金 80,000,000円 12年以内 １年以内据置き （年0.4㌫以上 商 工 会 株式会社商工組合

借換資金 運転資金 運転資金 元金均等月賦 1.7㌫以下） 中央金庫（以下「商

50,000,000円 ７年以内 運転資金 工中金」という。）

借換資金 借換資金 ６箇月以内据置き 信 用 金 庫
80,000,000円 10年以内 元金均等月賦 信 用 協 同 組 合

借換資金
１年以内据置き
元金均等月賦 農 業 協 同 組 合

（以下「ＪＡしまね」と
いう。）

一般資金 設備資金 80,000,000円 年1.55㌫ 年1.40㌫ 10年以内 １年以内据置き 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
（経営者保証 運転資金 元金均等月賦 （年0.65㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

非提供枠） 借換資金 2.15㌫以下 中 央 会 信 用 金 庫
商 工 会 連 合 会 信 用 組 合
産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

小 規 模 企 業 設備資金 20,000,000円 － 年1.30㌫ 10年以内 １年以内据置き 原則として不要 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
特別資金 運転資金 元金均等月賦 （年0.2㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

1.2㌫以下） 信 用 金 庫
信 用 組 合
Ｊ Ａ し ま ね
Ｊ Ｆ し ま ね

小 規 模 企 業 設備資金 20,000,000円 年1.45㌫ 年1.30㌫ 10年以内 １年以内据置き 原則として不要 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
育成資金 運転資金 元金均等月賦 （年0.2㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

1.2㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫
商 工 会 連 合 会 信 用 組 合
産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

⑵　事業の用に供するための既存建
   物の取得
⑶　構築物、機械、装置等の新設、
　増設、更新又は改造

（以下「信用組合」と
いう。）

漁業協同組合ＪＦし
まね（以下「ＪＦしま
ね」という。）

　小規模企業者（中小企業者又は医
業を主たる事業とする中小特定非営
利活動法人であって、信用保証協会
の保証付融資残高と本資金の新規
申込額との合計が20,000,000円以内
となるものに限る。）であって、施設・
設備の改善を行うため資金を必要と
するもの又は運転資金を必要とするも
の

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

ただし、既存の信用
保証協会の保証付融
資残高（根保証にお
いては融資極度額）
がある場合は、それと
の合計額が
20,000,000円に達す
るまでの額

個人　原則として
不要

不要

一

般

融

資

　中小企業者、組合又は中小特定非
営利活動法人であって、次に掲げる
施設・設備の改善を行うため資金を
必要とするもの又は運転資金若しくは
借換資金を必要とするもの

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。 島根県中小企業

団体中央会（以
下「中央会」とい
う。）
島根県商工会連
合会（以下「商工
会連合会」とい
う。）
公益財団法人し
まね産業振興財
団（以下「産業振
興財団」という。）

個人　原則として
不要

⑴　工場、店舗、倉庫等の建物の新
　 築、増築、改築又は改装

　小規模企業者であって、施設・設備
の改善を行うため資金を必要とするも
の又は運転資金を必要とするもの

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

（借入時につ
いては 年0.60
㌫以上2.10㌫
以下））

申込先 金融機関
資金使途 融資限度

融資利率
融資期間 償還方法 保証人

不要

ただし、小規模企業
特別資金の融資残高
がある場合は、それと
の合計額が
20,000,000円に達す
るまでの額

　法人である中小企業者、組合又は
中小特定非営利活動法人であって、
施設・設備の改善を行うため資金を
必要とするもの又は運転資金若しくは
借換資金を必要とするもの（事業者選
択型経営者保証非提供促進特別保
証制度要綱（20240115中庁第15号）
に規定する特別保証制度（以下「事
業者選択型経営者保証非提供促進
特別保証制度」という。）を適用する
場合に限る)

ただし、保証協
会における既
融資残高との
合計が
30,000,000円
を超える場合
は取扱金融機
関又は保証協
会の決定によ
る。

個人　原則として
不要

別表
　島　根　県　中　小　企　業

資金名 融資対象者
融　　　　　　　　　資

担保の要否

条　　　　　　　　件

（第４条、第６条－第８条関係）
　　　　　　　制　度　融　資　一　覧

制 の
度 種
融 類 信用保証の要否

資 責任共有利率 責任共有外利率 （保証料率）

一般資金 設備資金 設備資金 年1.55㌫ 年1.40㌫ 設備資金 設備資金 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
運転資金 80,000,000円 12年以内 １年以内据置き （年0.4㌫以上 商 工 会 株式会社商工組合

借換資金 運転資金 運転資金 元金均等月賦 1.7㌫以下） 中央金庫（以下「商

50,000,000円 ７年以内 運転資金 工中金」という。）

借換資金 借換資金 ６箇月以内据置き 信 用 金 庫
80,000,000円 10年以内 元金均等月賦 信 用 協 同 組 合

借換資金
１年以内据置き
元金均等月賦 農 業 協 同 組 合

（以下「ＪＡしまね」と
いう。）

一般資金 設備資金 80,000,000円 年1.55㌫ 年1.40㌫ 10年以内 １年以内据置き 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
（経営者保証 運転資金 元金均等月賦 （年0.65㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

非提供枠） 借換資金 2.15㌫以下 中 央 会 信 用 金 庫
商 工 会 連 合 会 信 用 組 合
産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

小 規 模 企 業 設備資金 20,000,000円 － 年1.30㌫ 10年以内 １年以内据置き 原則として不要 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
特別資金 運転資金 元金均等月賦 （年0.2㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

1.2㌫以下） 信 用 金 庫
信 用 組 合
Ｊ Ａ し ま ね
Ｊ Ｆ し ま ね

小 規 模 企 業 設備資金 20,000,000円 年1.45㌫ 年1.30㌫ 10年以内 １年以内据置き 原則として不要 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
育成資金 運転資金 元金均等月賦 （年0.2㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

1.2㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫
商 工 会 連 合 会 信 用 組 合
産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

⑵　事業の用に供するための既存建
   物の取得
⑶　構築物、機械、装置等の新設、
　増設、更新又は改造

（以下「信用組合」と
いう。）

漁業協同組合ＪＦし
まね（以下「ＪＦしま
ね」という。）

　小規模企業者（中小企業者又は医
業を主たる事業とする中小特定非営
利活動法人であって、信用保証協会
の保証付融資残高と本資金の新規
申込額との合計が20,000,000円以内
となるものに限る。）であって、施設・
設備の改善を行うため資金を必要と
するもの又は運転資金を必要とするも
の

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

ただし、既存の信用
保証協会の保証付融
資残高（根保証にお
いては融資極度額）
がある場合は、それと
の合計額が
20,000,000円に達す
るまでの額

個人　原則として
不要

不要

一

般

融

資

　中小企業者、組合又は中小特定非
営利活動法人であって、次に掲げる
施設・設備の改善を行うため資金を
必要とするもの又は運転資金若しくは
借換資金を必要とするもの

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。 島根県中小企業

団体中央会（以
下「中央会」とい
う。）
島根県商工会連
合会（以下「商工
会連合会」とい
う。）
公益財団法人し
まね産業振興財
団（以下「産業振
興財団」という。）

個人　原則として
不要

⑴　工場、店舗、倉庫等の建物の新
　 築、増築、改築又は改装

　小規模企業者であって、施設・設備
の改善を行うため資金を必要とするも
の又は運転資金を必要とするもの

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

（借入時につ
いては 年0.60
㌫以上2.10㌫
以下））

申込先 金融機関
資金使途 融資限度

融資利率
融資期間 償還方法 保証人

不要

ただし、小規模企業
特別資金の融資残高
がある場合は、それと
の合計額が
20,000,000円に達す
るまでの額

　法人である中小企業者、組合又は
中小特定非営利活動法人であって、
施設・設備の改善を行うため資金を
必要とするもの又は運転資金若しくは
借換資金を必要とするもの（事業者選
択型経営者保証非提供促進特別保
証制度要綱（20240115中庁第15号）
に規定する特別保証制度（以下「事
業者選択型経営者保証非提供促進
特別保証制度」という。）を適用する
場合に限る)

ただし、保証協
会における既
融資残高との
合計が
30,000,000円
を超える場合
は取扱金融機
関又は保証協
会の決定によ
る。

個人　原則として
不要

別表
　島　根　県　中　小　企　業

資金名 融資対象者
融　　　　　　　　　資

担保の要否

条　　　　　　　　件

− 6 − − 7 −



制 の
度 種
融 類 信用保証の要否

資 責任共有利率 責任共有外利率 （保証料率）

創業者支援 設備資金 設備資金 年1.35㌫ 年1.20㌫ 設備資金 ２年以内据置き 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行

資金 運転資金 50,000,000円 12年以内 元金均等月賦 （年0.2㌫以上 商 工 会 商 工 中 金
運転資金 運転資金 1.5㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫
30,000,000円 10年以内 商 工 会 連 合 会 信 用 組 合

産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

設備資金 設備資金 年1.45㌫ 年1.30㌫ 設備資金 １年以内据置き 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行

運転資金 80,000,000円 12年以内 元金均等月賦 （年0.4㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

運転資金 運転資金 1.7㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫

50,000,000円 10年以内 商 工 会 連 合 会 信 用 組 合

産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

　⑷ 収益体質の強化となる計画を策

　　定し、商工会議所等の確認を受け

　　ており、かつ商工会議所等の

　　指導機関の指導を継続して

　　受けて実施する事業
　⑸ その他知事が特に認めた事業

「融資対象者」欄の⑴から⑶及び⑸に該当する内容は概ね次のとおり　（詳細は規定集の審査運用 　基準を御参照ください。)

(ｱ)下請中小企業振興法   (ｱ)他で利用されていない知的所有権

 (ｲ)補助金の交付を受けて開発した技術 (ｲ)HACCPの導入に取り組む事業

(ｳ)産業競争力強化法  (ｳ)公的試験研究機関等が確認 (ｳ)経営革新計画を策定して実施する事業

 (ｴ)公的試験研究機関等の技術移転等 (ｴ)その他必要と認められるもの

(ｵ)保証協会の新事業認定審査会の認定

⑵に関連する内容

　⑴　特別の法律等に基づき承認、認
　　定等を受けて実施する事業

(ｴ)中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律

(ｵ)中小企業地域資源活用促進法

(ｶ)従前特別目的資金等により対象となっていた法律

　⑶　技術又は事業の新規性が認め
　　られる事業

⑴に該当する「法律等」

ただし、融資対象者
の欄⑴及び⑵に掲
げる者については、
設備資金と運転資金
との合計額として、産
業競争力強化法（平
成25年法律第98号）
第129条第１項に規
定する創業関連保証
（同条第３項各号に
掲げる要件のいずれ
にも該当する創業者
である中小企業者に
係わるものを含む。
以下「創業関連保
証」という。）の保証
限度額とする。

⑶に関連する新規性 ⑸に該当するもの

企業変革に向けての
新商品又は新技術の
研究開発

(ｱ)ＩＳＯの取得に取り組む事業（ＩＳＯ14001を除く。）

(ｲ)中小企業等経営強化法

　中小企業者、組合又は中小特定非
営利活動法人であって、次に掲げるい
ずれかの事業を行うため資金を必要と
するもの

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

個人　原則として
不要

申込先

  ⑵　県の中長期的な施策に関連す
　　る事業で研究開発支援に関連す
　　る事業のうち別に定める要件に該
　　当するもの

償還方法 保証人 担保の要否

特

別

融

資

　次の対象者のいずれかに該当し、創
業のための資金を必要とするもの
⑴　新たに事業を開始する計画を
　有する個人
⑵　新たに中小企業者である会社を
　設立し事業を開始する計画を
　有する個人
⑶　新たに中小企業者である会社を
　設立し事業を開始する計画を
　有する中小企業者である会社
⑷　事業実績が少ない等の理由に
　より実質的に⑴から⑶までに掲げる
　者に準ずるものとみなされる中小企
　業者、組合若しくは中小特定非営
　利活動法人

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

個人　原則として
不要

金融機関
資金使途 融資限度

融資利率
融資期間

新事業展開
強化資金

資金名 融資対象者
融　　　　　　　　　資 条　　　　　　　　件

制 の
度 種
融 類 信用保証の要否

資 責任共有利率 責任共有外利率 （保証料率）

創業者支援 設備資金 設備資金 年1.35㌫ 年1.20㌫ 設備資金 ２年以内据置き 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行

資金 運転資金 50,000,000円 12年以内 元金均等月賦 （年0.2㌫以上 商 工 会 商 工 中 金
運転資金 運転資金 1.5㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫
30,000,000円 10年以内 商 工 会 連 合 会 信 用 組 合

産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

設備資金 設備資金 年1.45㌫ 年1.30㌫ 設備資金 １年以内据置き 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行

運転資金 80,000,000円 12年以内 元金均等月賦 （年0.4㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

運転資金 運転資金 1.7㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫

50,000,000円 10年以内 商 工 会 連 合 会 信 用 組 合

産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

　⑷ 収益体質の強化となる計画を策

　　定し、商工会議所等の確認を受け

　　ており、かつ商工会議所等の

　　指導機関の指導を継続して

　　受けて実施する事業
　⑸ その他知事が特に認めた事業

「融資対象者」欄の⑴から⑶及び⑸に該当する内容は概ね次のとおり　（詳細は規定集の審査運用 　基準を御参照ください。)

(ｱ)下請中小企業振興法   (ｱ)他で利用されていない知的所有権

 (ｲ)補助金の交付を受けて開発した技術 (ｲ)HACCPの導入に取り組む事業

(ｳ)産業競争力強化法  (ｳ)公的試験研究機関等が確認 (ｳ)経営革新計画を策定して実施する事業

 (ｴ)公的試験研究機関等の技術移転等 (ｴ)その他必要と認められるもの

(ｵ)保証協会の新事業認定審査会の認定

⑵に関連する内容

　⑴　特別の法律等に基づき承認、認
　　定等を受けて実施する事業

(ｴ)中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律

(ｵ)中小企業地域資源活用促進法

(ｶ)従前特別目的資金等により対象となっていた法律

　⑶　技術又は事業の新規性が認め
　　られる事業

⑴に該当する「法律等」

ただし、融資対象者
の欄⑴及び⑵に掲
げる者については、
設備資金と運転資金
との合計額として、産
業競争力強化法（平
成25年法律第98号）
第129条第１項に規
定する創業関連保証
（同条第３項各号に
掲げる要件のいずれ
にも該当する創業者
である中小企業者に
係わるものを含む。
以下「創業関連保
証」という。）の保証
限度額とする。

⑶に関連する新規性 ⑸に該当するもの

企業変革に向けての
新商品又は新技術の
研究開発

(ｱ)ＩＳＯの取得に取り組む事業（ＩＳＯ14001を除く。）

(ｲ)中小企業等経営強化法

　中小企業者、組合又は中小特定非
営利活動法人であって、次に掲げるい
ずれかの事業を行うため資金を必要と
するもの

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

個人　原則として
不要

申込先

  ⑵　県の中長期的な施策に関連す
　　る事業で研究開発支援に関連す
　　る事業のうち別に定める要件に該
　　当するもの

償還方法 保証人 担保の要否

特

別

融

資

　次の対象者のいずれかに該当し、創
業のための資金を必要とするもの
⑴　新たに事業を開始する計画を
　有する個人
⑵　新たに中小企業者である会社を
　設立し事業を開始する計画を
　有する個人
⑶　新たに中小企業者である会社を
　設立し事業を開始する計画を
　有する中小企業者である会社
⑷　事業実績が少ない等の理由に
　より実質的に⑴から⑶までに掲げる
　者に準ずるものとみなされる中小企
　業者、組合若しくは中小特定非営
　利活動法人

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

個人　原則として
不要

金融機関
資金使途 融資限度

融資利率
融資期間

新事業展開
強化資金

資金名 融資対象者
融　　　　　　　　　資 条　　　　　　　　件

− 8 − − 9 −



制 の
度 種
融 類 信用保証の要否

資 責任共有利率 責任共有外利率 （保証料率）

運転資金 280,000,000円 年1.65㌫ 年1.50㌫ 15年以内 １年以内据置き 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
原則として元金 （年0.4㌫以上 商 工 会 商 工 中 金
均等月賦 1.7㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫

商 工 会 連 合 会 信 用 組 合
産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

設備資金 280,000,000円 年1.50㌫ － 10年以内  設備資金及び 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行

運転資金 運転設備資金 商 工 会 商 工 中 金

3年以内据置き 中 央 会 信 用 金 庫

元金均等月賦 個人　原則として 商 工 会 連 合 会 信 用 組 合

運転資金 不要 産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

1年以内据置き Ｊ Ｆ し ま ね

元金均等月賦

設備資金  280,000,000円 年1.75㌫ 年1.60㌫ 15年以内 ３年以内据置き 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
運転資金 元金均等月賦 商 工 会 商 工 中 金

ただし、融資期 中 央 会 信 用 金 庫
間が1年以内の 商 工 会 連 合 会 信 用 組 合
場合は、一括償 産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね
還の方法による Ｊ Ｆ し ま ね
ことができる。

再生支援資金 運転資金 50,000,000円 年2.35㌫ 年2.20㌫ 10年以内 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
（年0.2㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

1.5㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫
商 工 会 連 合 会 信 用 組 合
産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

資金名 融資対象者
融　　　　　　　　　資

協調支援型
経営課題対
応特別資金

条　　　　　　　　件

   ⑴　商工会議所等の指導機関の
     指導を受け、経営の改善に係る
     計画を作成していること。

   ⑵　商工会議所等の指導機関の
     指導を継続して受ける体制が
     確保されていること。

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

個人　原則として
不要

経営改善サ
ポート資金

申込先 金融機関
担保の要否資金使途 融資限度

融資利率
融資期間 償還方法 保証人

（年0.45㌫以上
1.90㌫以下（借
入時について
は融資対象者
の欄⑴に該当
する者にあって
は年0.30㌫以
上1.27㌫以下、
同欄⑵に該当
する者にあって
は年0.34㌫以
上1.43㌫以
下））

特

別

融

資

経営改善長
期借換資金

　中小企業者、組合又は中小特定非
営利活動法人であって、次の要件の
全てに該当し、経営改善に取り組むた
めに既往借入金の借換資金を必要と
するもの

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

  ⑴　再生の見込みのある企業とし
    て、商工会議所又は商工会連合
    会の商工調停士の推薦を受けて
    いること。

  ⑵　取引金融機関等の支援体制が
    確保されていること。

個人　原則として
不要

  ⑶　取引金融機関等の支援体制が
     確保されていること。

  中小企業者又は組合であって、産業
競争力強化法第134条に規定する認
定支援機関の指導又は助言を受けて
作成した事業再生の計画等（当該計
画に係る債権者全員の合意が成立し
たものに限る。）に従って事業再生を
行い、金融機関に対して計画の実行
及び進捗の報告を行うもの

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

個人　原則として
不要

　中小企業者、組合又は中小特定非
営利活動法人であって、次の要件の
いずれかに該当し、経営の安定、事業
の発展等の多岐にわたる経営課題解
決に取り組むもの
　⑴原則として申込金融機関から本
　　資金による融資の実行と同時に
　　本資金の融資額の１割以上のプ
　　ロパー融資（保証協会の保証を
　　付さないで行う融資をいう。）（融
　　資期間が12か月以上であるもの
　　に限る。）を受けること。
　⑵申込金融機関の支援を受けつつ
　　、自ら経営行動計画の策定並び
　　に計画の実行及び進捗の報告を
　　行うこと。

１年６箇月以内据
置き元金均等月
賦

（責任共有の場
合にあっては年
0.8㌫、責任共
有外の場合に
あっては年1.0
㌫（借入時につ
いては一律年
0.4㌫））

　中小企業者、組合又は中小特定非
営利活動法人であって、市中金融機
関からの一般の融資を受けることは困
難であるが、次の要件の全てに該当
し、再生のための資金を必要とするも
の

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

制 の
度 種
融 類 信用保証の要否

資 責任共有利率 責任共有外利率 （保証料率）

運転資金 280,000,000円 年1.65㌫ 年1.50㌫ 15年以内 １年以内据置き 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
原則として元金 （年0.4㌫以上 商 工 会 商 工 中 金
均等月賦 1.7㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫

商 工 会 連 合 会 信 用 組 合
産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

設備資金 280,000,000円 年1.50㌫ － 10年以内  設備資金及び 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行

運転資金 運転設備資金 商 工 会 商 工 中 金

3年以内据置き 中 央 会 信 用 金 庫

元金均等月賦 個人　原則として 商 工 会 連 合 会 信 用 組 合

運転資金 不要 産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

1年以内据置き Ｊ Ｆ し ま ね

元金均等月賦

設備資金  280,000,000円 年1.75㌫ 年1.60㌫ 15年以内 ３年以内据置き 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
運転資金 元金均等月賦 商 工 会 商 工 中 金

ただし、融資期 中 央 会 信 用 金 庫
間が1年以内の 商 工 会 連 合 会 信 用 組 合
場合は、一括償 産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね
還の方法による Ｊ Ｆ し ま ね
ことができる。

再生支援資金 運転資金 50,000,000円 年2.35㌫ 年2.20㌫ 10年以内 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
（年0.2㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

1.5㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫
商 工 会 連 合 会 信 用 組 合
産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

資金名 融資対象者
融　　　　　　　　　資

協調支援型
経営課題対
応特別資金

条　　　　　　　　件

   ⑴　商工会議所等の指導機関の
     指導を受け、経営の改善に係る
     計画を作成していること。

   ⑵　商工会議所等の指導機関の
     指導を継続して受ける体制が
     確保されていること。

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

個人　原則として
不要

経営改善サ
ポート資金

申込先 金融機関
担保の要否資金使途 融資限度

融資利率
融資期間 償還方法 保証人

（年0.45㌫以上
1.90㌫以下（借
入時について
は融資対象者
の欄⑴に該当
する者にあって
は年0.30㌫以
上1.27㌫以下、
同欄⑵に該当
する者にあって
は年0.34㌫以
上1.43㌫以
下））

特

別

融

資

経営改善長
期借換資金

　中小企業者、組合又は中小特定非
営利活動法人であって、次の要件の
全てに該当し、経営改善に取り組むた
めに既往借入金の借換資金を必要と
するもの

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

  ⑴　再生の見込みのある企業とし
    て、商工会議所又は商工会連合
    会の商工調停士の推薦を受けて
    いること。

  ⑵　取引金融機関等の支援体制が
    確保されていること。

個人　原則として
不要

  ⑶　取引金融機関等の支援体制が
     確保されていること。

  中小企業者又は組合であって、産業
競争力強化法第134条に規定する認
定支援機関の指導又は助言を受けて
作成した事業再生の計画等（当該計
画に係る債権者全員の合意が成立し
たものに限る。）に従って事業再生を
行い、金融機関に対して計画の実行
及び進捗の報告を行うもの

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

個人　原則として
不要

　中小企業者、組合又は中小特定非
営利活動法人であって、次の要件の
いずれかに該当し、経営の安定、事業
の発展等の多岐にわたる経営課題解
決に取り組むもの
　⑴原則として申込金融機関から本
　　資金による融資の実行と同時に
　　本資金の融資額の１割以上のプ
　　ロパー融資（保証協会の保証を
　　付さないで行う融資をいう。）（融
　　資期間が12か月以上であるもの
　　に限る。）を受けること。
　⑵申込金融機関の支援を受けつつ
　　、自ら経営行動計画の策定並び
　　に計画の実行及び進捗の報告を
　　行うこと。

１年６箇月以内据
置き元金均等月
賦

（責任共有の場
合にあっては年
0.8㌫、責任共
有外の場合に
あっては年1.0
㌫（借入時につ
いては一律年
0.4㌫））

　中小企業者、組合又は中小特定非
営利活動法人であって、市中金融機
関からの一般の融資を受けることは困
難であるが、次の要件の全てに該当
し、再生のための資金を必要とするも
の

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。
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制 の
度 種
融 類 信用保証の要否

資 責任共有利率 責任共有外利率 （保証料率）

運転資金 80,000,000円 年1.45㌫ 年1.30㌫ ８年以内 １年以内据置き 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
元金均等月賦 （年0.4㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

1.7㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫
商 工 会 連 合 会 信 用 組 合
産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

災害復旧資 設備資金 設備資金 年1.45㌫ 年1.30㌫ 12年以内 ２年以内据置き 原則として不要 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
金 運転資金 50,000,000円 元金均等月賦 （年0.4㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

運転資金 1.7㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫
30,000,000円 商 工 会 連 合 会 信 用 組 合

産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね
Ｊ Ｆ し ま ね

災害対策特 普 通 銀 行
別資金 商 工 中 金

信 用 金 庫
信 用 組 合
Ｊ Ａ し ま ね
Ｊ Ｆ し ま ね

令和８年島根県東部を震源とする地震 設備資金 120,000,000円 1.35% 1.20% 12年以内 ３年以内据置き 要 商工会議所
災害特別資金 運転資金 元金均等月賦 （年0.4㌫以上 商工会

1.2㌫以下） 中央会

商工会連合会

産業振興財団

経済変動等 普 通 銀 行

資金 商 工 中 金

信 用 金 庫

信 用 組 合

三菱マヒンドラ農機等対応枠 設備資金 【一般保証枠】 1.45% 1.30% 10年以内 1年以内据置き 要 商工会議所 Ｊ Ａ し ま ね

運転資金 280,000,000円 元金均等月賦 （年0.4㌫以上 商工会 Ｊ Ｆ し ま ね

【SN保証2号枠】 1.7㌫以下） 中央会

280,000,000円 商工会連合会

産業振興財団

資金名
融　　　　　　　　　資 条　　　　　　　　件

融資対象者

その都度知事が別に定めるところによる。

その都度知事が別に定めるところによる。

　⑶　その他知事が認めた災害
法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

個人　原則として
不要

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

緊

急

融

資

セーフティ
ネット資金

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

個人　原則として
不要

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

個人　原則として
不要

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

個人　原則として
不要

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

金融機関
資金使途 融資限度

融資利率
融資期間 償還方法 保証人 担保の要否

　中小企業者、組合又は中小特定非営利
活動法人であって、次の要件のいずれかに
該当し、経営の安定に支障を生じているも
の

  ⑴　指定再生手続開始申立等事業
　　者に対する債権（売掛金（役務の提
　　供による営業収益で未収のものを
　　含む。）又は前渡金に係る返還請
　　求権をいう。）の回収に困難を来し
　　ているもの

　⑵　指定事業活動制限事業者との直
　　接取引又は間接取引の連鎖の関
　　係にあり、売上高等の減少している
　　もの

　⑶　指定地域内において１年以上継
　　続して事業を行っており、指定事業
　　活動制限事業者の影響により、売
　　上高等の減少しているもの

　⑷　その他、中小企業信用保険法
　　（昭和25年法律第264号。以下
　　「保険法」という。）第２条第５項各
　　号又は第６項のいずれかに該当
　　し、経営の安定に支障を生じてい
　　るもの

申込先

　経済環境の著しい変動等により県内中小
企業の経営の安定に著しい支障を来すお
それがあり、早急な金融対策が必要と知事
が認めたもの

　中小企業者、組合又は中小特定非営利
活動法人であって、次の要件のいずれかに
該当するもの

　⑴　災害により、直接被害を受けた
　　もの

　⑵　災害によって売上の減少等の
　　間接的な被害を受けたもの
　中小企業者、組合又は中小特定非営利
活動法人であって、次のいずれかの災害に
より早急な金融対策が必要と知事が認めた
もの

　⑴　激甚災害に対処するための特
　　別の財政援助等に関する法律
     （昭和37年法律第150号）の適用
　　を受けた災害

　⑵　災害救助法（昭和22年法律第
　　　118号）の適用を受けた災害

制 の
度 種
融 類 信用保証の要否

資 責任共有利率 責任共有外利率 （保証料率）

運転資金 80,000,000円 年1.45㌫ 年1.30㌫ ８年以内 １年以内据置き 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
元金均等月賦 （年0.4㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

1.7㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫
商 工 会 連 合 会 信 用 組 合
産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね

Ｊ Ｆ し ま ね

災害復旧資 設備資金 設備資金 年1.45㌫ 年1.30㌫ 12年以内 ２年以内据置き 原則として不要 要 商 工 会 議 所 普 通 銀 行
金 運転資金 50,000,000円 元金均等月賦 （年0.4㌫以上 商 工 会 商 工 中 金

運転資金 1.7㌫以下） 中 央 会 信 用 金 庫
30,000,000円 商 工 会 連 合 会 信 用 組 合

産 業 振 興 財 団 Ｊ Ａ し ま ね
Ｊ Ｆ し ま ね

災害対策特 普 通 銀 行
別資金 商 工 中 金

信 用 金 庫
信 用 組 合
Ｊ Ａ し ま ね
Ｊ Ｆ し ま ね

令和８年島根県東部を震源とする地震 設備資金 120,000,000円 1.35% 1.20% 12年以内 ３年以内据置き 要 商工会議所
災害特別資金 運転資金 元金均等月賦 （年0.4㌫以上 商工会

1.2㌫以下） 中央会

商工会連合会

産業振興財団

経済変動等 普 通 銀 行

資金 商 工 中 金

信 用 金 庫

信 用 組 合

三菱マヒンドラ農機等対応枠 設備資金 【一般保証枠】 1.45% 1.30% 10年以内 1年以内据置き 要 商工会議所 Ｊ Ａ し ま ね

運転資金 280,000,000円 元金均等月賦 （年0.4㌫以上 商工会 Ｊ Ｆ し ま ね

【SN保証2号枠】 1.7㌫以下） 中央会

280,000,000円 商工会連合会

産業振興財団

資金名
融　　　　　　　　　資 条　　　　　　　　件

融資対象者

その都度知事が別に定めるところによる。

その都度知事が別に定めるところによる。

　⑶　その他知事が認めた災害
法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

個人　原則として
不要

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

緊

急

融

資

セーフティ
ネット資金

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

個人　原則として
不要

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

個人　原則として
不要

法人　取扱金融機
関又は保証協会の
決定による

個人　原則として
不要

取扱金融機関
又は保証協会
の決定による。

金融機関
資金使途 融資限度

融資利率
融資期間 償還方法 保証人 担保の要否

　中小企業者、組合又は中小特定非営利
活動法人であって、次の要件のいずれかに
該当し、経営の安定に支障を生じているも
の

  ⑴　指定再生手続開始申立等事業
　　者に対する債権（売掛金（役務の提
　　供による営業収益で未収のものを
　　含む。）又は前渡金に係る返還請
　　求権をいう。）の回収に困難を来し
　　ているもの

　⑵　指定事業活動制限事業者との直
　　接取引又は間接取引の連鎖の関
　　係にあり、売上高等の減少している
　　もの

　⑶　指定地域内において１年以上継
　　続して事業を行っており、指定事業
　　活動制限事業者の影響により、売
　　上高等の減少しているもの

　⑷　その他、中小企業信用保険法
　　（昭和25年法律第264号。以下
　　「保険法」という。）第２条第５項各
　　号又は第６項のいずれかに該当
　　し、経営の安定に支障を生じてい
　　るもの

申込先

　経済環境の著しい変動等により県内中小
企業の経営の安定に著しい支障を来すお
それがあり、早急な金融対策が必要と知事
が認めたもの

　中小企業者、組合又は中小特定非営利
活動法人であって、次の要件のいずれかに
該当するもの

　⑴　災害により、直接被害を受けた
　　もの

　⑵　災害によって売上の減少等の
　　間接的な被害を受けたもの
　中小企業者、組合又は中小特定非営利
活動法人であって、次のいずれかの災害に
より早急な金融対策が必要と知事が認めた
もの

　⑴　激甚災害に対処するための特
　　別の財政援助等に関する法律
     （昭和37年法律第150号）の適用
　　を受けた災害

　⑵　災害救助法（昭和22年法律第
　　　118号）の適用を受けた災害
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注１　一般資金（経営者保証非提供枠）、協調支援型経営課題対応特別資金及び経営改善サポート資金の取扱
     期間は令和９年３月31日保証申込分までとし、経営改善長期借換資金、新事業展開強化資金及び令和8年島根県
　　東部を震源とする地震災害対策特別資金の取扱期間は、令和９年３月31日保証承諾分までとする。経済変動等資金
　　（三菱マヒンドラ農機等対応枠）については令和９年３月31日融資実行分までとする。
　 ２　保証人は、次の各号に定める者を選任するものとする。
　　 ⑴　法人の場合にあっては、必要に応じて次のいずれかに該当する者
 　　　ア　代表者又は組合役員
 　　　イ　実質的な経営権を持つ者、営業許可名義人又は代表者の配偶者（当該代表者と共に当該事業に
　　　　 従事する配偶者に限る。）
 　　　ウ　代表者に健康上の理由がある場合は、事業承継予定者
 　　　エ　積極的に連帯保証の申出がある場合は、事業協力者又は支援者
　　⑵　個人の場合にあっては、必要に応じて次のいずれかに該当する者
 　　　ア　実質的な経営権を持つ者、営業許可名義人又は経営者本人の配偶者（当該経営者本人と共に
　　　　当該事業に従事する配偶者に限る。）
 　　　イ　経営者本人に健康上の理由がある場合は、事業承継予定者
 　　　ウ　積極的に連帯保証の申出がある場合は、事業協力者又は支援者
　 ３　次の各号に定める保証の対象となる融資については、責任共有制度の対象外となるため「責任共有外
　  利率」を適用し、これ以外の融資については責任共有制度の対象となるため「責任共有利率」を適用する
　  ものとする。（小規模企業特別資金を除く。）
　　⑴　保険法第３条の３に規定する特別小口保険に係る保証
　　⑵　保険法第12条に規定する経営安定関連保証（保険法第２条第５項第１号から第４号まで又は第６号の
　　   いずれかの事由に該当することについて市町村長の認定を受けた特定中小企業者に係るものに限る。）
　　⑶　激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第１項に規定する災害関係保証

　　⑷　創業関連保証
　　⑸　保険法第３条の９に規定する事業再生保険に係る保証 
　　⑹　信用保証協会の有する求償権を消滅させることを目的とした保証
　　⑺　破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法（平成10年
　　 　法律第151号）第３条第１項に規定する破綻金融機関等関連特別保険に係る保証及び同法第４条第１項
　　 　に規定する破綻金融機関等関連特別無担保保険に係る保証
　　⑻　東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年法律第40号）
　　　 第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証
　　⑼事業再生計画実施関連保証制度要綱（20140114中庁第２号）に規定する事業再生計画実施関連保証
　　　制度に係る保証（責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金（平成19年
　　　９月30日以前に信用保証協会が申込み受付した保証であって保証割合が100パーセントの保証を含む。）
　　　を借り換える場合（信用保証協会の保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。）
　　　に限る。）
　　⑽保険法第1５条に規定する危機関連保証
　 ４　小規模企業特別資金は、国の全国統一の保証制度である「小口零細企業保証制度」の対象であることか
　  ら責任共有制度の対象外となる。
　 ５　保証料率とは、保証委託の対価として計算される保証料を、貸付金額に対する率で表示したものである。
　 ６　国の全国統一の保証制度である協調支援型特別保証制度に係る保証は、協調支援型経営課題対応特
　　 別資金についてのみ適用する。
　 ７　国の全国統一の保証制度である事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）
　　制度に係る保証は、経営改善サポート資金についてのみ適用する。
　 ８　経営改善サポート資金について、経営者保証免除対応を適用する場合においては、保証料率に年0.2
　　パーセントを上乗せする。ただし、借入時の保証料率については、上乗せしない。
　 ９　事業者選択型経営者保証非提供制度要綱（20240115中庁第15号）に規定する事業者選択型経営者保
　 　証非提供制度を適用する場合においては、同要綱の規定により各資金の保証料率に年0.25パーセント又は
　　 年0.45パーセントを上乗せする。
  10　国の全国統一の保証制度である事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度に係る保証は、
　　一般資金（経営者保証非提供枠）についてのみ適用する。

２２　　ままちち・・ひひとと・・ししごごとと創創生生資資金金
資金 融資限度額 期       間

使途 （千円） 責任共有 責任共有外 (うち据置期間)(年) 責任共有 責任共有外 責任共有 責任共有外

運転 7(1.0)

地域の観光振興に資する事業（市
町村長の推薦が必要）に取り組む者

地域の買物の場の整備に取り組む
者

環境保全のための施設・設備の設
置、改善等を行う者

３３　　中中小小企企業業育育成成振振興興資資金金
資金 融資限度額 期       間

使途 （千円） 責任共有 責任共有外 (うち据置期間)(年)

土地 土地設備 15(2.0)

設備 200,000

運転 運転 80,000 7(2.0)

土地 土地設備 15(2.0)

設備 200,000

運転 運転 80,000 10(2.0)

４４　　立立地地関関係係資資金金

資金 融資限度額 期       間

使途 （千円） 責任共有 責任共有外 (うち据置期間)(年)

土地

設備

土地 土地設備 15(2.0)

設備 200,000 1.05 0.90

運転 運転 60,000 7(1.0)

　　　　　なお、事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合、同要綱の規定により保証料率に年０．２５％又は年０．４５％を上乗せする。

ソフト産業等立地促進資金 ソフト産業等に係る事業所等の設置をする者で、条例の認定を受けた法人

（注）１．まち・ひと・しごと創生資金、中小企業育成振興資金及び立地関係資金の信用保証の要否については、取扱金融機関の定めるところによる。
　　　２．保証料率は、借受者の財務情報等をもとに、島根県信用保証協会が決定する。

企業立地促進資金 2,000,000 1.05 0.90 15(2.0) 製造業に係る事業所等の設置をする者で、条例の認定を受けた法人

経営資産承継資金 1.05 0.90 雇用の維持、技術の継承、企業の成長に資する経営資産の承継をする者

資金名
融資利率（年％）

摘要（融資対象者等）

15(2.0) 事業所の新設等を行う者

成長企業応援資金 1.05 0.90 新たな市場等での事業展開により成長を図ろうとする者

事業の海外展開を検討・実施する
者（ただし県内事業所又は雇用の維
持拡大を図るもの）

環境対応枠

資金名
融資利率（年％）

摘要（融資対象者等）

事業所新設等資金
土地
設備

200,000 1.05 0.90

0.40～
   1.50

0.40～
   1.70

1.75～
　2.85

1.60～
　2.90

県の政策を推進するため、以下の
取り組みを行う者

人材投資・働き方改革等生
産性向上枠

人材育成等を中心としてＩＴ技術の
導入などにより生産性向上に取り組
む者、従業員の労働環境の整備等
を行う者、しまね子育て応援企業の
認定を受けた者等、働き方改革や
人材投資による生産性向上の取り
組みを行う者

※観光施設等
整備枠、地域
商業整備枠の
中山間地域商
業関連及び環
境対応枠につ
いては、
設備15(1.0)

観光施設等整備枠

地域商業整備枠

まち・ひと・しごと創生資金

設備
運転

80,000
50,000

1.35 1.20

設備12(1.0)

海外展開枠

R08 島根県中小企業制度融資等一覧表②

資金名
融資利率（年％） 保証料率（年％） 融資利率+保証料率（年％）

摘要（融資対象者等）
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（2）まち・ひと・しごと創生資金 

県中小企業課金融係       ℡0852-22-5883 

西部県民センター石見地域振興部（地域・商工・観光）  ℡0855-29-5745 

  

当資金は、産業振興と雇用の創出を推進するため、県内企業が特別の目的に利用される資金をメニュ

ー化し、金融機関の協調を得て融資する制度です。 

 

融 資 対 象 

(詳しくは、次

のページをご

覧ください) 

メニュー内容 

人材投資・働き方改革等

生産性向上枠 

人材投資等を中心としてＩＴ技術の導入や従業員の労働

環境・子育て支援等の整備など働き方改革や人材投資によ

る生産性向上の取り組みを行うもの 

観光施設等整備枠 地域の観光振興に資する事業に取り組むもの 

地域商業等整備枠 地域の買物の場の整備に取り組むもの 

海外展開枠 事業の海外展開を検討・実施するもの 

環境対応枠 環境保全のための施設・整備の設置、改善等を行うもの 

資 金 使 途 
設備資金 

運転資金 

融 資 限 度 
設備資金 ８，０００万円 

運転資金 ５，０００万円 

融 資 利 率 
年１．３５％（責任共有制度対象） 

年１．２０％（責任共有制度対象外・中小企業者以外） 

融 資 期 間 

設備資金 １２年以内 

（※観光施設等整備枠、地域商業等整備枠の中山間地域商業関連、環境対応枠は15年以内） 

運転資金 ７年以内 

償 還 方 法 １年以内据置き・元金均等月賦 

保 証 人 取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。 

担保の要否  取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。 

信 用 保 証 

の 要 否 
取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。 

保 証 料 率 

年0.40～1.50％（責任共有制度対象） ・ 年0.40～1.70％（責任共有制度対象外） 

※事業者選択型経営者保証非提供制度要綱（20240115中庁第15号）に規定する事業者

選択型経営者保証非提供制度を適用する場合においては、同要綱の規定により年

0.25パーセント又は年0.45パーセントを上乗せする 

申 込 先 
商工会議所、商工会、商工会連合会、中央会、産業振興財団 

（※環境対応枠の中小企業者以外の申込先は取扱金融機関） 

取扱金融機関 普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、ＪＡしまね、ＪＦしまね 

 
 
 
 
 
 
 
 

融  資  対  象  事  業  一  覧  
ﾒﾆｭｰ 融資対象者 融資対象事業 

人材投資 

・働き方 

改革等生 

産性向上 

枠 

 中小企業者、組合又は中小特定

非営利活動法人であって、融資対

象事業費の要件のいずれかに該当

する事業を行うため資金を必要と

するもの 

次の各号のいずれかに該当する事業に要する経費 

⑴ 従業員の人材育成等を中心としてＩＴ技術の導入などにより生産 

性向上に取り組む事業 

⑵ 従業員の労働環境の整備のための事業 

⑶ 子育て支援のための施設・設備の整備のための事業 

⑷ しまね子育て応援企業認定要綱に基づく認定を受けているものが 

実施する事業 

⑸ しまね障がい者就労応援企業認定要綱に基づく認定を受けている 

ものが実施する事業 

⑹ 市町村が定める消防団協力事業所表示制度に係る実施要綱に基づ 

く消防団協力事業所の認定を受けているものが実施する事業 

⑺ しまね女性の活躍応援企業登録要綱に基づく登録を受けているも 

のが実施する事業 

⑻ その他知事が特に認めた事業 

観光施設 

等整備枠 

 中小企業者、組合又は中小特定

非営利活動法人であって、融資対

象事業費の要件に該当する事業を

行うため資金を必要とするもの 

観光施設の整備等の事業（しまね観光立県条例平成20年島根県条例第

28号）の趣旨を踏まえ、市町村の地域振興計画、観光振興計画等に位置

付けられる事業であって、地域の観光振興に資するものとして市町村長

が推薦するものに限る。）に要する経費 

地域商業 

等整備枠 

 中小企業者、組合又は中小特定

非営利活動法人であって、融資対

象事業費に掲げるいずれかの事業

を行うため資金を必要とするもの 

 次の各号のいずれかに該当する事業に要する経費 

⑴ 特別の法律等に基づき承認、認定等を受けて実施する事業 

⑵ 県の中長期的な施策に関連する事業で中山間地域商業に関連する 

事業のうち別に定める要件に該当する事業 

⑶ その他知事が特に認めた事業 

海外 

展開枠 

 中小企業者、組合又は中小特定

非営利活動法人であって、海外販

路の開拓や海外向け新製品の開発

等、融資対象事業費に掲げるいず

れかの事業に取り組み、将来にわ

たり県内事業所の事業規模又は雇

用の維持・拡大を目指すため資金

を必要とするもの（県内事業所の

全てを廃止する場合を除く。） 

 次の各号のいずれかに該当する事業に要する経費 

⑴ 外国における支店、工場等の設置又は拡張に係る事業 

⑵ 出資割合が10％以上となる場合における外国法人の発行に係る株 

式又は出資の持分の取得に係る経費 

⑶ 出資割合が10％以上である外国法人の発行に係る証券等の取得又 

はこれらの外国法人に対する金銭の貸付に係る経費 

⑷ 海外直接投資の事業実施に必要な調査に係る事業 

⑸ 海外直接投資の事業実施に必要な従業員教育に係る事業 

⑹ 海外見本市又は商談会への参加に係る事業 

⑺ 直接輸出入に係る事業 

環境 

対応枠 

 企業又は組合であって、融資対

象事業費に掲げるいずれかの事業

を行うため資金を必要とするもの 

 次の各号のいずれかに該当する事業に要する経費 

⑴ 公害を防止するために必要な施設・設備の設置又は改善に係る事業 

⑵ 石綿の飛散を防止するために必要な施設・設備の改善(石綿の使用 

状況の調査、石綿の除去、封じ込め等適切な工法による措置、剥ぎ取 

った石綿の処分等)に係る事業 

⑶ 産業廃棄物処理施設・設備の設置又は改善に係る事業 

⑷ 産業廃棄物の再生利用、再資源化のための施設・設備の設置又は改 

善に係る事業 

⑸ ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物の処理（運搬を含む。）及び 

対象設備の買換えに係る事業 

⑹ 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法 

律第53号)第2条第1項に定められた特定物質(以下「特定物質」という。) 

から代替物質への転換施設・設備、特定物質回収施設・設備及び特定 

物質破壊施設・設備の設置又は改善に係る事業 

⑺ 従来の設備よりも資源及びエネルギーの消費量を5パーセント以上 

節減する設備の設置に係る事業 

⑻ 自然エネルギー利用施設・設備の設置又は改善に係る事業 

⑼ リサイクルエネルギー利用施設・設備の設置又は改善に係る事業 

⑽ 事業の用に供する低公害車を購入する経費又は低公害車用燃料供 

給施設・設備の設置又は改善に係る事業 

⑾ 環境管理システム(ISO14001)の認証を取得するための施設・設備の 

設置又は改善及び審査登録に係る事業 

⑿ 製造業等を営む企業が、住居地域等から市町村長が工場立地の適地 

と認める区域へ工場の全面移転を行うのに必要な移転先の用地の取 

得及び移転先の施設・設備の設置に係る事業 

⒀ 工場等企業施設周辺の景観保持のために必要な緑地、囲障等の設置

又は改善に係る事業 
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 (3) 中小企業育成振興資金 

（県中小企業課金融係 ℡0852-22-5883） 

 

(1)事業所新設等資金・(2)成長企業応援資金 (3)経営資産承継資金 

・県内で１年以上継続して同一業種を営む中小企業者 

（県内において事業を営んでいた中小企業者が資本

の２分の１を出資して新たに設立した法人による事

業である場合は、その出資を行った中小企業者が事

業を営んでいた期間と通算して１年以上。） 

・地方税を滞納していないこと 

・資本金の２分の１以上が大企業者から出資されてい

ない者であること 

・地方税を滞納していないこと 

・資本金の２分の１以上が大企業者から出資され

ていない者であること 

・金融機関及び取引先の支援が受けられること 

・商工会又は商工会議所その他の指導機関の指導

を継続して受ける体制が確保されていること 

 

※ソフト産業等とは、次に掲げる業種をいう。 

ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、デジタルコンテンツ業、コ

ールセンター業、データセンター業、シェアードサービス業、広告代理業、ディスプレイ業、非破壊検査業、

デザイン業、経営コンサルタント業、機械設計業、エンジニアリング業、物流センター、テレワークセンタ

ー、研修所等の人材育成施設、知的財産活用事務所、その他産業支援サービス業のうち知事が特に認める事

業 

 

融             資 

資 金 使 途 融 資 限 度 融 資 利 率 融資期間 償 還 方 法 

責任共有利率 責任共有外利率 

設備資金（土地・建

物・設備取得） 

⑴２億円。ただし投下

固定資本の合計額の

３分の２以内 

⑵⑶２億円 

年 1.05 ㌫ 年 0.90 ㌫ 15 年以内 ２年以内据置き 

元金均等月賦 

 

 

運転資金 

（⑵⑶の資金のみ） 

8,000 万円 年 1.05 ㌫ 年 0.90 ㌫ ⑵：7 年以内 

⑶：10 年以内 

２年以内据置き 

元金均等月賦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融資対象者 

 

 

 

 

(1) 事業所新設等資金 (2)成長企業応援資金 (3)経営資産承継資金 

 県内に製造業、※ソフト産業等又は知事が特に

必要と認める事業に係る事業所の新設等を行う

こと 

イ 次に掲げるいずれかの地区へ立地すること 

(1) 工場立地法に定める工場適地 

(2) 都市計画法に定める準工業地域、工業地域

又は工業専用地域 

(3) 農村地域工業等導入促進法に定める工業

等導入地区 

(4) 土地開発公社等が造成した地域 

(5) 市町村長が特に認めた地域 

ロ 事業所の新設等に要する投下固定資本の合

計額が 5,000 万円(ソフト産業等は 3,000 万円)

以上であること 

ハ 事業所の新設等に伴い操業開始後１年以内

に新たに３人以上の常用従業員を雇用する計

画を有すること 

成長を図ろうとする企業が実施する事業であ

ること 

イ 対象となる事業の例示 

（1）成長が見込まれる分野（環境関連、健康・ 

医療・介護関連等）で展開を図る事業 

（2）独自の技術又はサービスを活かして展開 

を図る事業 

（3）県外又は海外の市場への進出を図る事業 

ロ 次の全ての要件を満たす事業であること。 

（1）先進性・革新性が認められること 

（2）企業戦略として高く評価できるもので 

あること。 

（3）県経済又は県民生活への波及効果が特に 

高いと認められること。 

 

 県内において事業を営む会社又は個人（以下

「被承継事業者」という）が所有する事業用資

産の取得に要する経費であって次に揚げる要

件のいずれかに該当するもの及び取得した事

業用資産を使用して行う事業に要する経費で

あること。 

（1）被承継事業者が事業用資産を事業の用に

供していたときの常時使用する従業員（企

業の事業部門の事業用資産を取得する場

合にあっては、当該事業部門の常時使用す

る従業員）を概ね２分の１以上雇用する計

画があること 

（2）被承継事業者が地域において重要な役割

を担っており、当該事業を存続させるべき

である旨の市町村長の意見があること 

  

 

 

 

 

 

     条            件 

申 込 先 取扱金融機関 保 証 人 

 

担保の要否 信用保証の要否 

金融機関又は保証

協会の決定による 

金融機関又は保証

協会の決定による 

金融機関の決定に

よる 

信用保証の場合は、

保証料率年 0.45～   

2.20％ ※ 

商 工 会 議 所 

商 工 会 

商 工 会 連 合 会 

中小企業団体中央会 

産 業 振 興 財 団 

普 通 銀 行 

商 工 中 金 

信 用 金 庫 

信 用 組 合 

Ｊ Ａ し ま ね 

Ｊ Ｆ し ま ね 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融資要件 

※ 事業者選択型経営者保証非提供制度要綱 (20240115 中小第 15号) に規定する事業者選択型経営者 

 保証非提供制度を適用する場合においては、同要綱の規定により各資金の保証料率に年 0.25パーセント 

 又は年 0.45パーセントを上乗せする 
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(4) 企業立地促進資金 

（県中小企業課金融係 ℡0852-22-5883） 

 

県内に製造業に係る事業所等の設置を行うもので、島根県企業立地促進条例に基づく認定を受けた法人 

融                 資 

資 金 使 途 融 資 限 度 融 資 利 率 融 資 期 間 償 還 方 法 

責任共有利率 責任共有外利率 

設備資金（土地・建

物・設備取得） 

20 億円。ただし投下

固定資本の合計額の

50％以内 

年1.05㌫ 年 0.90 ㌫ 15 年以内 ２年以内据置き 

元金均等月賦 

 

 

 

 

 

 

(5) ソフト産業等立地促進資金 

（県中小企業課金融係 ℡0852-22-5883） 

 

県内にソフト産業等に係る事業所等の設置を行うもので、島根県企業立地促進条例に基づく認定を受けた

法人  

融                 資 

資 金 使 途 融 資 限 度 融 資 利 率 融 資 期 間 償 還 方 法 

責任共有利率 責任共有外利率 

設備資金（土地・建

物・設備取得） 

 

２億円。ただし投下

固定資本の合計額の

80％以内 

年1.05㌫ 年 0.90 ㌫ 15 年以内 

 

２年以内据置き 

元金均等月賦 

 

運転資金（建物等の賃

借料・機械設備リース

料・人件費） 

 

6,000 万円 年1.05㌫ 年 0.90 ㌫ ７年以内 １年以内据置き 

元金均等月賦 

 

《《島島根根県県企企業業立立地地促促進進条条例例にに基基づづくく認認定定》》  

 業種ごとに投下固定資本額、増加雇用従業員数の要件があります。（右の表参照） 

 認定にあたっては、このほかにも要件がありますので、詳細は県企業立地課（TEL 0852-22-5295）にお

問い合わせください。

融資対象者 

融資対象者

 

 

 

 

 

    条             件 

申 込 先 取扱金融機関 保 証 人 

 

担 保 の 要 否 信用保証の要否 

金融機関又は保証

協会の決定による 

金融機関又は保証

協会の決定による 

金融機関の決定に

よる 

信用保証の場合は、

保証料率年 0.45～   

2.20％ ※ 

取 扱 金 融 機 関 普 通 銀 行 

商 工 中 金 

信 用 金 庫 

信 用 組 合 

信 連 

Ｊ Ａ し ま ね 

Ｊ Ｆ し ま ね 

 

 

 

 

 

 

    条             件 

申 込 先 取扱金融機関 保 証 人 

 

担 保 の 要 否 信用保証の要否 

金融機関又は保証

協会の決定による 

金融機関又は保証

協会の決定による 

金融機関の決定に

よる 

信用保証の場合は、

保証料率 ※ 

設備 年0.45～2.20％ 

運転 年0.40～1.70％ 

取 扱 金 融 機 関 普 通 銀 行 

商 工 中 金 

信 用 金 庫 

信 用 組 合 

信 連 

Ｊ Ａ し ま ね 

Ｊ Ｆ し ま ね 

 

投下固定資本額 増加雇用従業員数

① 大企業 3億円以上 10人以上

② 中小企業 5千万円以上 5人以上

③ 地元企業 5千万円以上 3人以上

④ - 10人以上

⑤ - 5人以上

⑥ 新設 - 3人以上

⑦ 増設 - 5人以上

⑧ 専門系事務職場【特例】(新設) - 3人以上

ソ フ ト
産 業 等
立　　地

促進資金

中山間地域等(新設)

IT産業【特例】

条例認定の要件
対象企業資金

企業立地
促進資金

製造業

ソフト産業

 

※ 事業者選択型経営者保証非提供制度要綱 (20240115 中小第 15号) に規定する事業者選択型経営者 

 保証非提供制度を適用する場合においては、同要綱の規定により保証料率に年 0.25パーセント 

 又は年 0.45パーセントを上乗せする 

※ 事業者選択型経営者保証非提供制度要綱 (20240115 中小第 15号) に規定する事業者選択型経営者 

保証非提供制度を適用する場合においては、同要綱の規定により保証料率に年 0.25パーセント 

 又は年 0.45パーセントを上乗せする 
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(6) 高度化資金貸付制度 

県中小企業課金融係         ℡0852-22-6204 

西部県民センター石見地域振興部（地域・商工・観光）    ℡0855-29-5745 

 

中小企業が共同して経営基盤の強化を図るために組合等を設立して工場団地、卸団地、ショッピングセン

ターなどを建設する事業や、第三セクター又は商工会等が地域の中小企業を支援する事業に対して、資金の

一部を長期低利で融資します。 

 

□対象者 中小企業又は組合もしくは第三セクター、市町村など 

□貸付対象事業 

（ア）中小企業者が行う事業 

事業名 対象事業の内容 

集団化事業 工場団地、工場アパート、卸団地、パティオ商業集積等、中小企業者が集団化して

工場団地、卸売団地等の団地や共同施設を設置する事業 

集積区域整備事業 商業、製造業等が集積する区域において、中小企業者が店舗、工場等の施設を新設

・改造したり、アーケード・駐車場等を設置する事業 

施設集約化事業 共同店舗、共同工場の設置等、中小企業者が施設を集約化し、経営の合理化を図る

事業 

共同施設事業 共同物流施設、商店街のアーケード等、中小企業者が共同で利用する施設や共同で

経営する施設を設置する事業 

設備リース事業 組合が新鋭設備を一括購入し、組合員に買取予約付きで賃貸する事業 

企業合同事業 法律の規定に基づく承認等を受けた中小企業者が合併したり、出資会社を設立して

、事業の集約化、事業転換、研究開発の成果の利用を図る事業 

経営革新計画承認グ

ループ事業 

中小企業等経営強化法に規定する経営革新計画に基づき承認を受けた特定事業者

が、共同で開発研究・デザイン開発・財務管理等の経営の合理化を行い、経営革新

を図る事業 

受託中小振興事業計

画承認グループ事業 

受託中小企業振興法の認定を受けた受託事業者等が、承認計画に従って共同で受託

振興事業を行うために必要な施設を整備する事業 

総合効率化計画認定

グループ事業 

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する認定総合効率化計画

に従って、認定中小企業者が共同で卸売団地や共同物流センターの設置など、流通

業務総合効率化事業を行うために必要な施設を整備する事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）中小企業支援機関が行う事業 

事業名 対象事業の内容 

地域産業創造基盤整

備事業 

地域産業の振興を図るため、第三セクター、商工会等が技術開発センター、インキ

ュベーターを設置・運営する事業 

商店街整備等支援事

業 

商店街の活性化、集客力の向上を図るため、第三セクター、商工会等が多目的ホー

ル、スポーツ施設、駐車場等のコミュニティ施設の整備とこれらの施設と併せて共

同店舗を整備する事業 

地域産業創造基盤整

備活性化事業 

過去に地域産業創造基盤整備事業を行った第三セクター、商工会等が経営環境の変

化に対応するために行う施設の整備、既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するため

の施設を再整備する事業 

商店街整備等活性化

支援事業 

過去に商店街整備等活性化整備事業を行った第三セクター、商工会等が経営環境の

変化に対応するために行う施設の整備、既存施設の陳腐化、老朽化等を解消するた

めの施設を再整備する事業 

※ なお、上記(ア)、(イ)の事業において、事業用施設に使用されている石綿（アスベスト）に

よる健康被害等の防止を図るもの（アスベストの除去、封じ込め等で資産計上するもの）に

ついても貸付の対象となります。（貸付割合：貸付対象事業費の９０％以内、貸付利率：無

利子） 

 

□貸付条件 

貸付対象施設 貸付対象事業を実施（リニューアルを実施する場合を含む。）するのに必要な土地

、建物、構築物、設備 

貸付割合 原則として貸付対象施設の整備に要する額の８０％以内 

貸付期間 ２０年以内（うち据置期間は３年以内） 

貸付金利 １．３５％ ／年 

※中小企業の振興に係る関係法律の認定等を受けて実施する事業等については無

利子 
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以

内
特

利
Ｆ

不
要

生
活

衛
生

同
業

組
合

設
備

資
金

運
転

資
金

設
1
0
年

以
内

運
1
0
年

以
内

据
置

期
間

設
2
年

以
内

運
2
年

以
内

基
準

利
率

特
利

Ａ
特

利
Ｂ

特
利

Ｃ
一

般
公

衆
浴

場
業

の
場

合
は

特
利

Ｅ
お

使
い

み
ち

、
ご

返
済

期
間

ま
た

は
担

保
の

有
無

に
よ

っ
て

異
な

る
利

率
が

適
用

さ
れ

ま
す

。

基
準

利
率

特
利

Ａ
特

利
Ｂ

特
利

Ｃ
特

利
Ｊ

お
使

い
み

ち
、

ご
返

済
期

間
ま

た
は

担
保

の
有

無
に

よ
っ

て
異

な
る

利
率

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

生
活

衛
生

関
係

の
事

業
を

営
む

方
で

あ
っ

て
、

振
興

計
画

の
認

定
を

受
け

て
い

る
生

活
衛

生
同

業
組

合
の

組
合

員
の

方
ⅰ

:飲
食

店
営

業
、

喫
茶

店
営

業
、

食
肉

販
売

業
、

食
鳥

肉
販

売
業

、
氷

雪
販

売
業

、
理

容
業

、
美

容
業

 
ⅱ

:ク
リ

ー
ニ

ン
グ

業
（
注

1
）

ⅲ
:興

行
場

営
業

、
旅

館
業

(注
2
)

ⅳ
:一

般
公

衆
浴

場
業

 
（
注

1
）
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
取

次
業

に
業

態
転

換
し

た
方

の
う

ち
、

一
定

の
要

件
に

該
当

す
る

方
も

対
象

と
な

り
ま

す
（
た

だ
し

4
,8

0
0
万

円
以

内
）
。

(注
2
) 

旅
館

業
法

に
基

づ
く

営
業

許
可

を
受

け
た

簡
易

宿
所

を
含

み
ま

す
。

た
だ

し
、

住
宅

宿
泊

事
業

法
に

基
づ

く
住

宅
宿

泊
事

業
（
民

泊
）

お
よ

び
国

家
戦

略
特

別
区

域
外

国
人

滞
在

施
設

経
営

事
業

（
特

区
民

泊
）
に

つ
い

て
は

、
生

活
衛

生
貸

付
の

対
象

外
と

な
り

ま
す

。
  

設
備

資
金

ⅰ
: 

1
億

5
,0

0
0
万

円
以

内
ⅱ

: 
3
億

円
以

内
ⅲ

: 
7
億

2
,0

0
0
万

円
以

内
ⅳ

: 
1
億

5
,0

0
0
万

円
以

内
（
一

般
貸

付
と

は
別

枠
）

運
転

資
金

全
業

種
：
　

5
,7

0
0
万

円
以

内

一
般

貸
付

（
生

活
衛

生
貸

付
）

融
資

条
件

1
．

直
接

貸
付

日
本

政
策

金
融

公
庫

松
江

支
店

国
民

生
活

事
業

浜
田

支
店

国
民

生
活

事
業

2
．

代
理

貸
付

山
陰

合
同

銀
行

島
根

銀
行

し
ま

ね
信

用
金

庫
島

根
中

央
信

用
金

庫
日

本
海

信
用

金
庫

生
活

衛
生

同
業

組
合

お
客

さ
ま

の
ご

希
望

を
伺

い
な

が
ら

ご
相

談
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

設
2
0
年

以
内

運
1
0
年

以
内

据
置

期
間

設
2
年

以
内

運
2
年

以
内

設
備

資
金

原
則

と
し

て
都

道
府

県
知

事
の

「
推

せ
ん

書
」
（
借

入
申

込
金

額
が

5
0
0
万

円
以

下
の

場
合

は
不

要
で

す
。

）
が

必
要

に
な

り
ま

す
。

1
3
年

以
内

(一
般

公
衆

浴
場

業
は

3
0
年

以
内

）
据

置
１

年
以

内
（
返

済
期

間
が

7
年

を
超

え
る

場
合

2
年

以
内

）

生
活

衛
生

改
善

貸
付

生
活

衛
生

同
業

組
合

の
経

営
特

別
相

談
員

ま
た

は
生

活
衛

生
営

業
指

導
セ

ン
タ

ー
の

経
営

指
導

員
が

行
う

経
営

指
導

を
受

け
て

お
り

、
お

使
い

み
ち

に
係

る
業

種
と

同
じ

生
活

衛
生

同
業

組
合

の
長

（
組

合
が

設
立

さ
れ

て
い

な
い

業
種

に
あ

っ
て

は
、

生
活

衛
生

営
業

指
導

セ
ン

タ
ー

の
長

）
の

推
薦

を
受

け
た

方
推

薦
を

受
け

る
に

は
、

次
の

条
件

を
す

べ
て

満
た

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
で

す
1
　

営
業

許
可

等
を

受
け

て
い

る
生

活
衛

生
関

係
営

業
者

で
あ

る
こ

と
2
　

常
時

使
用

す
る

従
業

員
が

５
人

（
旅

館
業

お
よ

び
興

行
場

営
業

は
2
0
人

）
以

下
の

会
社

ま
た

は
個

人
で

あ
る

こ
と

3
　

原
則

と
し

て
6
ヵ

月
以

上
、

生
活

衛
生

同
業

組
合

等
の

経
営

指
導

を
受

け
て

い
る

こ
と

4
　

最
近

１
年

以
上

、
同

一
地

区
で

同
一

事
業

を
営

ん
で

い
る

こ
と

5
　

所
得

税
、

法
人

税
、

事
業

税
お

よ
び

都
道

府
県

民
税

や
市

町
村

民
税

（
均

等
割

を
含

み
ま

す
）
を

原
則

と
し

て
完

納
し

て
い

る
こ

と

融
資

の
種

類

振
興

事
業

貸
付

設
備

資
金

運
転

資
金

振
興

計
画

認
定

組
合

の
長

が
発

行
す

る
「
振

興
事

業
に

係
る

資
金

証
明

書
」
が

必
要

と
な

り
ま

す
。

ⅰ
: 

7
,2

0
0
万

円
以

内
ⅱ

: 
1
億

2
,0

0
0
万

円
以

内
ⅲ

: 
2
億

円
以

内
ⅳ

:　
4
億

円
以

内
ⅴ

: 
3
億

円
以

内
（
2
施

設
以

上
の

場
合

4
億

8
,0

0
0
万

円
）

生
活

衛
生

関
係

の
事

業
を

営
む

方
ⅰ

:飲
食

店
営

業
、

喫
茶

店
営

業
、

食
肉

販
売

業
、

食
鳥

肉
販

売
業

、
氷

雪
販

売
業

、
理

容
業

、
美

容
業

、
そ

の
他

公
衆

浴
場

業
（
注

1
）

ⅱ
:ク

リ
ー

ニ
ン

グ
業

（
注

2
）

ⅲ
:興

行
場

営
業

、
サ

ウ
ナ

営
業

ⅳ
:旅

館
業

（
注

3
）

ⅴ
:一

般
公

衆
浴

場
業

 
（
注

1
1
)そ

の
他

公
衆

浴
場

業
の

方
は

、
令

和
2

年
7
月

豪
雨

特
別

貸
付

（
直

接
被

害
者

に
限

り
ま

す
。

）
及

び
令

和
6
年

能
登

半
島

地
震

特
別

貸
付

（
直

接
被

害
者

に
限

り
ま

す
。

）
な

ら
び

に
生

活
営

繕
貸

付
に

お
け

る
運

転
資

金
に

限
り

ま
す

。
 

（
注

2
）
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
取

次
業

に
業

態
転

換
し

た
方

の
う

ち
、

一
定

の
要

件
に

該
当

す
る

方
も

対
象

と
な

り
ま

す
（
た

だ
し

4
,8

0
0
万

円
以

内
）
。

（
注

3
）
 旅

館
業

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
を

受
け

た
簡

易
宿

所
を

含
み

ま
す

。
た

だ
し

、
住

宅
宿

泊
事

業
法

に
基

づ
く

住
宅

宿
泊

事
業

（
民

泊
）

お
よ

び
国

家
戦

略
特

別
区

域
外

国
人

滞
在

施
設

経
営

事
業

（
特

区
民

泊
）
に

つ
い

て
は

、
生

活
衛

生
貸

付
の

対
象

外
と

な
り

ま
す

。

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

資
金
の
お
使
い
み
ち

融
資
限
度
額

利
率
（
年
）

ご
返
済
期
間

担
保
・
保
証
人

据
置
期
間

新
た
に
事
業
を
始
め
る
方
ま
た
は
事
業
開
始
後
税
務
申
告

を
２
期
終
え
て
い
な
い
方
（
注
）

（
注
）
　
一
部
ご
利
用
い
た
だ
け
な
い
融
資
制
度
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
支
店
の
窓
口
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

各
貸
付
制
度
に
定
め
る
お
使
い
み
ち
各
融
資
制
度
に
定
め
る

融
資
限
度
額

各
融
資
制
度
に
定
め
る
利
率
-
0
.6
5
％

た
だ
し
、
雇
用
の
拡
大
を
図
る
場
合
は
、

各
融
資
制
度
に
定
め
る
利
率
-
0
.9
％

各
融
資
制
度
に
定
め
る
ご
返

済
期
間
以
内

各
融
資
制
度
に
定
め
る
担
保
・

保
証
人

新
た
に
事
業
を
開
始
後
3
ヵ
月
以
上
の
事
業
者
で
あ
っ
て
、

雇
用
者
給
与
等
支
給
額
（
注
1
）
の
総
額
が
最
近
の
決
算
期

と
比
較
し
て
2
.5
％
以
上
増
加
す
る
見
込
み
が
あ
る
方
（
注

2
）
（
注
3
）

（
注
1
）
雇
用
者
に
対
す
る
給
与
等
の
支
給
額
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。
雇
用
者
に
は
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
お
よ
び
日
雇
い

労
働
者
も
含
め
ま
す
が
、
法
人
の
役
員
お
よ
び
個
人
事
業

主
の
家
族
従
業
員
は
含
め
ま
せ
ん
。

（
注
2
）
最
近
の
決
算
期
に
お
い
て
既
に
増
加
し
て
い
る
方
を

含
み
、
最
近
の
決
算
期
に
お
い
て
雇
用
者
給
与
等
支
給
額

の
支
出
が
な
い
方
を
除
き
ま
す
。

（
注
3
）
一
部
ご
利
用
い
た
だ
け
な
い
融
資
制
度
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
、
お
近
く
の
支
店
へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

各
貸
付
制
度
に
定
め
る
お
使
い
み
ち
各
融
資
制
度
に
定
め
る

融
資
限
度
額

各
融
資
制
度
に
定
め
る
利
率
－
0
.5
％
（
ご

融
資
日
か
ら
2
年
間
）

（
※
）
利
率
の
下
限
は
0
.3
％

各
融
資
制
度
に
定
め
る
ご
返

済
期
間
以
内

各
融
資
制
度
に
定
め
る
担
保
・

保
証
人

不
要

経
営
状
況
等
か
ら
借
入
返
済
が
可
能
と
見
込
ま
れ
る
法
人

の
方
（
注
）

（
注
）
審
査
の
結
果
、
本
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ
け
な
い
場

合
も
ご
ざ
い
ま
す
。

(※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
）

設
備
資
金
・
運
転
資
金

融
資
制
度
に
定
め
る

融
資
限
度
以
内

各
種
融
資
制
度
に
定
め
る
利
率
（
上
乗
せ

利
率
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）

各
融
資
制
度
に
定
め
る
ご
返

済
期
間
以
内

経
営
者
の
保
証
が
免
除

担
保
提
供
の
有
無
は
、
申
し
込

み
の
際
選
択
い
た
だ
け
ま
す
。

融
資
の
種
類

次
の
ⅰ
及
び
ⅱ
を
満
た
す
法
人
又
は
個
人
企
業

ⅰ
融
資
制
度

⑴
新
規
開
業
・
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
資
金

⑵
新
事
業
活
動
促
進
資
金

⑶
医
業
再
建
資
金

⑷
企
業
活
力
強
化
資
金
※

⑸
海
外
展
開
・
事
業
再
編
資
金

⑹
事
業
承
継
・
集
約
・
活
性
化
支
援
資
金

⑺
ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
資
金

ⅱ
そ
の
他
条
件
　
次
の
す
べ
て
の
要
件
も
満
た
す
方

⑴
地
域
活
性
化
に
係
る
事
業
を
行
う
こ
と

⑵
税
務
申
告
を
1
期
以
上
行
っ
て
い
る
場
合
。
原
則
と
し
て

所
得
税
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
。

経
営
者
保
証
免
除
特
例

制
度

創
業
支
援
貸
付
利
率
特
例

制
度

賃
上
げ
貸
付
利
率
特
例
制

度

融
資
条
件

7
,2
0
0
万
円
（
別
枠
）

ご
融
資
後
1
年
ご
と
に
、
直
近
の
業
績
に

応
じ
て
、
ご
返
済
期
間
ご
と
に
税
引
後
当

期
純
利
益
額
0
円
以
上
と
0
円
未
満
の
2
区

分
の
利
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

該
当
す
る
融
資
制
度
に
定
め
る
設
備

資
金
・
運
転
資
金

5
年
1
ヵ
月
以
上
2
0
年
以
内

挑
戦
支
援
資
本
強
化
特
例

制
度
（
資
本
性
ロ
ー
ン
）

− 28 − − 29 −



特
別
貸
付
（
令
和
8
年
4
月
1
日
現
在
）

融
資
限
度
額

利
率
（
年
）

ご
返
済
期
間

据
置
期
間

担
保
・
保
証
人

2
0
年
以
内

（
運
転
資
金
は
1
0
年

以
内
）

基
準
利
率

特
利
Ａ

特
利
Ｂ

特
利
Ｃ

特
利
Ｐ

お
客
さ
ま
の
ご
希
望
を

伺
い
な
が
ら
ご
相
談
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

新
規
開
業
・
ス

タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支

援
資
金資
金

制
度

資
金
の
お
使
い
み
ち

・
新
た
に
事
業
を
始
め
る
方
、
事
業
開
始
後
お
お
む
ね
7
年

以
内
の
方

・
女
性
、
若
者
、
シ
ニ
ア
の
方
や
廃
業
歴
等
が
あ
り
創
業
に

再
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
方
、
中
小
会
計
を
適
用
す
る
方
な
ど

2
0
年
以
内

（
運
転
資
金
は
7
年
以

内
）

基
準
利
率

特
利
Ａ

特
利
Ｂ

特
利
C

新
た
に
事
業
を
始
め
る
た
め
、
ま
た
は

事
業
開
始
後
に
必
要
と
す
る
設
備
資

金
お
よ
び
運
転
資
金
（
注
）

（
注
）
「
廃
業
歴
等
が
あ
り
、
創
業
に
再

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
方
」
は
、
前
事
業
に

係
る
債
務
を
返
済
す
る
た
め
に
必
要
な

資
金
も
お
使
い
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、

運
転
資
金
は
1
5
年
以
内
（
う
ち
据
置
期

間
5
年
以
内
）
ま
で
ご
利
用
い
た
だ
け

ま
す
。

新
事
業
活
動
促

進
資
金

7
,2
0
0
万
円

（
う
ち
運
転
資
金
は

4
,8
0
0
万
円
）

新
企
業
育
成
貸

付

2
年
以
内

5
年
以
内

融
資
条
件

7
,2
0
0
万
円

当
該
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
資

金
1
　
「
経
営
革
新
計
画
」
の
承
認
を
受
け
た
方

2
　
「
基
盤
確
立
事
業
実
施
計
画
」
の
認
定
を
受
け
た
方
（
注

1
）
3
　
「
経
営
力
向
上
計
画
」
の
認
定
を
受
け
た
方

4
　
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
に
基
づ
く
中
小
企
業
等
の

経
営
強
化
に
関
す
る
基
本
方
針
に
定
め
る
新
た
な
取
り
組

み
を
行
い
、
2
年
間
で
4
％
以
上
の
付
加
価
値
額
の
伸
び
率

が
見
込
ま
れ
る
方

5
　
技
術
・
ノ
ウ
ハ
ウ
等
に
新
規
性
が
み
ら
れ
る
方
（
注
2
）

6
　
地
域
経
済
循
環
創
造
事
業
交
付
金
（
ロ
ー
カ
ル
1
0
,0
0
0

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
を
活
用
し
た
補
助
金
等
の
交
付
決
定
を
受
け

た
方

7
　
上
記
1
～
6
に
該
当
し
な
い
方
で
、
新
た
に
第
二
創
業

（
経
営
多
角
化
、
事
業
転
換
、
新
市
場
進
出
）
を
図
る
方
ま
た

は
第
二
創
業
後
お
お
む
ね
5
年
以
内
の
方

（
注
1
）
次
の
い
ず
れ
か
の
事
業
を
行
う
方
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

①
　
環
境
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
資
材
ま
た
は
機
械
類
そ

の
他
の
物
件
の
生
産
お
よ
び
販
売
に
関
す
る
事
業

②
　
環
境
負
荷
の
低
減
に
資
す
る
機
械
類
そ
の
他
の
物
件

を
使
用
さ
せ
る
契
約
に
基
づ
き
当
該
物
件
を
使
用
さ
せ
る
こ

と
に
関
す
る
事
業

（
注
2
）
次
の
い
ず
れ
か
の
事
業
を
行
う
方
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

①
　
他
企
業
に
お
い
て
利
用
さ
れ
て
い
な
い
知
的
財
産
権

に
係
る
技
術
を
利
用
し
て
行
う
事
業

②
　
S
B
IR
制
度
に
お
け
る
指
定
補
助
金
等
ま
た
は
特
定
新

技
術
補
助
金
等
の
交
付
決
定
を
受
け
て
、
開
発
し
た
技
術

を
利
用
し
て
行
う
事
業

③
　
新
規
中
小
企
業
者
（
エ
ン
ジ
ェ
ル
税
制
の
一
定
の
要
件

を
満
た
す
方
）
が
行
う
事
業

④
　
国
の
技
術
ニ
ー
ズ
に
関
す
る
フ
ィ
ー
ジ
ビ
リ
テ
ィ
ス
タ

デ
ィ
調
査
等
を
踏
ま
え
て
研
究
開
発
に
取
り
組
む
事
業

⑤
　
J-
S
ta
rt
u
p
プ
ロ
グ
ラ
ム
ま
た
は
J-
S
ta
rt
u
p
地
域
版
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
選
定
さ
れ
た
方
が
取
り
組
む
研
究
開
発
や
そ
の
事

特
別

貸
付

（
令

和
8
年

4
月

１
日

現
在

）

融
資

限
度

額
利

率
（
年

）
ご

返
済

期
間

据
置

期
間

担
保

・
保

証
人

別
枠

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　基
準

利
率

3
年

以
内

3
,0

0
0
万

円

制
度

お
客

さ
ま

の
ご

希
望

を
伺

い
な

が
ら

ご
相

談
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

売
掛
金
債
権
の
回
収
困
難
、
売
上

減
少
な
ど
の
た
め
緊
急
に
必
要
と

な
る
運
転
資
金
お
よ
び
関
連
企
業

の
倒
産
の
影
響
に
よ
り
、
企
業
の

運
営
上
一
時
的
に
必
要
と
な
る
運

転
資
金

1
0
年

以
内融

資
条

件

取
引

企
業

倒
産

対
応

資
金

資
金

ご
利

用
い

た
だ

け
る

方
資

金
の

お
使

い
み

ち

取
引

企
業

な
ど

の
関

連
企

業
倒

産
に

よ
り

経
営

に
困

難
を

来
し

て
い

る
方

で
、

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
方

1
　

倒
産

し
た

企
業

に
対

し
て

5
0
万

円
以

上
の

売
掛

金
債

権
な

ど
を

有
す

る
方

2
　

倒
産

し
た

企
業

に
対

す
る

取
引

依
存

度
が

2
0
％

以
上

で
あ

る
方 3
　

倒
産

し
た

企
業

に
対

し
て

貸
付

金
や

差
入

保
証

金
な

ど
の

債
権

を
有

す
る

方
4
　

倒
産

し
た

企
業

の
債

務
を

保
証

し
て

い
る

方
5
　

倒
産

し
た

企
業

の
設

置
す

る
商

業
施

設
な

ど
に

入
居

し
て

い
る

方
で

あ
っ

て
、

倒
産

の
影

響
を

受
け

て
い

る
方

、
ま

た
は

影
響

を
受

け
る

お
そ

れ
の

あ
る

方
6
　

倒
産

し
た

企
業

か
ら

受
注

し
た

商
品

や
役

務
な

ど
が

、
倒

産
の

影
響

に
よ

り
取

り
消

さ
れ

た
方

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

貸
付

セ
ー

フ
テ

ィ
ネ

ッ
ト

貸
付

設
備

資
金

 ：
 社

会
的

な
要

因
な

ど
に

よ
り

企
業

維
持

上
緊

急
に

必
要

と
す

る
設

備
資

金
運

転
資

金
 ：

 経
営

基
盤

の
強

化
を

図
る

た
め

に
必

要
と

す
る

運
転

資
金

7
,2

0
0
万

円
3
年

以
内

基
準

利
率

た
だ

し
、

［
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

］
の

（
5
）
に

該
当

す
る

方
の

う
ち

、
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

方
は

、
特

利
Q

1
　

原
油

価
格

上
昇

を
は

じ
め

と
し

た
原

材
料

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

コ
ス

ト
増

の
影

響
も

し
く

は
中

東
・
ウ

ク
ラ

イ
ナ

情
勢

の
変

化
ま

た
は

米
国

自
動

車
関

税
措

置
等

の
影

響
を

受
け

て
お

り
、

か
つ

、
最

近
に

お
け

る
売

上
高

総
利

益
率

ま
た

は
売

上
高

営
業

利
益

率
が

前
期

に
比

し
5
％

以
上

減
少

し
て

い
る

方

設
備

資
金

2
0
年

以
内

運
転

資
金

1
0
年

以
内

経
営

環
境

変
化

対
応

資
金

社
会

的
、

経
済

的
環

境
の

変
化

な
ど

に
よ

り
、

次
の

1
に

該
当

し
、

か
つ

、
2
の

要
件

を
満

た
す

方
1
　

次
の

（
1
）
か

ら
（
8
）
ま

で
の

い
ず

れ
か

の
経

営
状

況
に

な
っ

て
い

る
こ

と
（
1
）
最

近
の

決
算

期
に

お
け

る
売

上
高

が
前

期
ま

た
は

前
々

期
に

比
べ

5
％

以
上

減
少

し
て

い
る

方
（
2
）
最

近
3
ヵ

月
の

売
上

高
が

前
年

同
期

ま
た

は
前

々
年

同
期

に
比

べ
5
％

以
上

減
少

し
て

お
り

、
か

つ
、

今
後

も
売

上
減

少
が

見
込

ま
れ

る
方

（
3
）
最

近
の

決
算

期
に

お
け

る
純

利
益

額
ま

た
は

売
上

高
経

常
利

益
率

が
前

期
ま

た
は

前
々

期
に

比
べ

悪
化

し
て

い
る

方
（
4
）
最

近
の

取
引

条
件

が
回

収
条

件
の

長
期

化
ま

た
は

支
払

条
件

の
短

縮
化

等
に

よ
り

、
0
.1

ヵ
月

以
上

悪
化

し
て

い
る

方
（
5
）
社

会
的

な
要

因
に

よ
る

一
時

的
な

業
況

悪
化

に
よ

り
資

金
繰

り
に

著
し

い
支

障
を

来
し

て
い

る
方

ま
た

は
来

す
恐

れ
が

あ
る

方
（
6
）
最

近
の

決
算

期
に

お
い

て
、

赤
字

幅
が

縮
小

し
た

も
の

の
税

引
前

損
益

ま
た

は
経

常
損

益
で

損
失

を
生

じ
て

い
る

方
（
7
）
前

期
の

決
算

期
に

お
い

て
、

税
引

前
損

益
ま

た
は

経
常

損
益

で
損

失
を

生
じ

て
お

り
、

最
近

の
決

算
期

に
お

い
て

、
利

益
が

増
加

し
た

も
の

の
利

益
準

備
金

お
よ

び
任

意
積

立
金

等
の

合
計

額
を

上
回

る
繰

越
欠

損
金

を
有

し
て

い
る

方
（
8
）
前

期
の

決
算

期
に

お
い

て
、

税
引

前
損

益
ま

た
は

経
常

損
益

で
損

失
を

生
じ

て
お

り
、

最
近

の
決

算
期

に
お

い
て

、
利

益
が

増
加

し
た

も
の

の
債

務
償

還
年

数
が

1
5
年

以
上

で
あ

る
方

2
　

中
長

期
的

に
み

て
、

業
況

が
回

復
し

、
か

つ
、

発
展

す
る

こ
と

が
見

込
ま

れ
る

こ
と

− 30 − − 31 −



特
別

貸
付

（
令

和
8
年

4
月

１
日

現
在

）
制

度
資

金
ご

利
用

い
た

だ
け

る
方

資
金

の
お

使
い

み
ち

融
資

条
件

融
資

限
度

額
利

率
（
年

）
ご

返
済

期
間

据
置

期
間

担
保

・
保

証
人

2
年

以
内

7
,2

0
0
万

円
企

業
活

力
強

化
貸

付
観

光
産

業
等

生
産

性
向

上
資

金
卸

売
業

、
小

売
業

、
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

お
よ

び
サ

ー
ビ

ス
業

（
注

1
）
の

い
ず

れ
か

に
お

い
て

、
観

光
に

関
す

る
事

業
を

営
む

方
等

で
あ

っ
て

、
事

業
計

画
を

策
定

し
、

生
産

性
向

上
に

向
け

た
取

組
み

を
図

る
方

（
注

2
）

（
注

1
）
運

送
業

を
含

み
ま

す
。

（
注

2
）
新

た
に

観
光

事
業

を
営

も
う

と
す

る
創

業
者

お
よ

び
事

業
の

多
角

化
等

に
よ

り
新

た
に

観
光

産
業

に
参

入
す

る
事

業
者

は
対

象
と

は
な

り
ま

せ
ん

。

特
利

A
た

だ
し

、
認

定
支

援
機

関
の

支
援

を
受

け
て

事
業

計
画

を
策

定
し

、
過

疎
地

域
の

持
続

的
発

展
の

支
援

に
関

す
る

特
別

措
置

法
に

定
め

る
過

疎
地

域
に

お
い

て
当

該
計

画
を

実
施

す
る

方
は

、
特

別
利

率
B

2
0
年

以
内

（
運

転
資

金
は

1
0
年

以
内

）

お
客

さ
ま

の
ご

希
望

を
伺

い
な

が
ら

ご
相

談
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

企
業

活
力

強
化

貸
付

当
該

事
業

を
行

う
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
お

よ
び

運
転

資
金

（
海

外
企

業
に

対
す

る
転

貸
資

金
を

含
む

（
※

）
。

）
（
※

）
転

貸
資

金
の

詳
細

な
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

お
近

く
の

支
店

へ
お

問
い

合
わ

せ
く

だ
さ

い
。

7
,2

0
0
万

円
2
0
年

以
内

(運
転

資
金

は
1
0
年

以
内

）

海
外

展
開

・
事

業
再

編
資

金
2
年

以
内

た
だ

し
、

海
外

企
業

へ
の

転
貸

資
金

で
あ

っ
て

、
進

出
国

の
資

本
規

制
に

よ
り

事
業

者
が

転
貸

資
金

を
長

期
間

に
わ

た
り

回
収

で
き

な
い

場
合

そ
の

他
真

に
や

む
を

得
な

い
事

情
が

あ
る

場
合

に
限

り
、

以
下

の
ご

返
済

期
間

が
適

用
さ

れ
ま

す
。

設
備

資
金

　
据

置
期

間
5
年

以
内

運
転

資
金

　
据

置
期

間
5
年

以
内

経
済

の
構

造
的

変
化

等
に

適
応

す
る

た
め

に
海

外
展

開
す

る
こ

と
が

経
営

上
必

要
で

あ
り

、
か

つ
、

次
の

1
～

3
の

全
て

に
該

当
す

る
方

1
 開

始
ま

た
は

拡
大

し
よ

う
と

す
る

海
外

展
開

事
業

が
、

当
該

中
小

企
業

の
本

邦
内

に
お

け
る

事
業

の
延

長
と

認
め

ら
れ

る
程

度
の

規
模

を
有

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
2
 本

邦
内

に
お

い
て

、
事

業
活

動
拠

点
（
本

社
）
が

存
続

す
る

こ
と 3
 経

営
革

新
の

一
環

と
し

て
、

海
外

市
場

で
の

取
引

を
進

め
よ

う
と

す
る

も
の

で
、

次
の

（
1
）
～

（
4
）
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
こ

と
（
１

）
取

引
先

の
海

外
進

出
に

伴
い

、
海

外
展

開
す

る
こ

と
（
２

）
原

材
料

の
供

給
事

情
に

よ
り

、
海

外
進

出
す

る
こ

と
（
３

）
労

働
力

不
足

に
よ

り
、

海
外

進
出

す
る

こ
と

（
４

）
国

内
市

場
の

縮
小

に
よ

り
、

海
外

市
場

の
開

拓
・
確

保
に

依
ら

な
い

と
成

長
が

見
込

め
な

い
た

め
海

外
展

開
す

る
こ

と

基
準

利
率

特
利

Ａ
特

利
Ｂ

特
利

C

事
業

計
画

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
設

備
資

金
お

よ
び

運
転

資
金

特
別
貸
付
（
令
和
8
年
4
月
１
日
現
在
）

融
資
限
度
額

利
率
（
年
）
ご
返
済
期
間
据
置
期
間

担
保
・
保
証
人

お
客
さ
ま
の
ご

希
望
を
伺
い
な

が
ら
ご
相
談
さ

せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

・
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
1
に
当
て
は
ま
る
方
が
、
事
業
承
継

計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
資
金
お
よ
び
運
転
資
金

・
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
2
に
当
て
は
ま
る
方
が
、
事
業
承
継
・

集
約
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
資
金
お
よ
び
運
転
資
金
（
当
該

事
業
を
承
継
・
集
約
さ
れ
る
方
が
必
要
な
設
備
資
金
お
よ
び
運
転

資
金
を
含
み
ま
す
。
）
、
な
ら
び
に
事
業
の
承
継
・
集
約
を
契
機
と
し

て
必
要
と
な
る
設
備
資
金
お
よ
び
運
転
資
金

・
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
3
に
当
て
は
ま
る
方
が
、
事
業
承
継

を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
資
金
お
よ
び
運
転
資
金
で
あ
っ
て
、

経
営
承
継
円
滑
化
法
施
行
規
則
第
1
5
条
第
1
項
お
よ
び
第
2
項
に

規
定
さ
れ
て
い
る
資
金

・
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
4
に
当
て
は
ま
る
方
が
、
取
引
金
融

機
関
と
の
取
引
状
況
の
変
化
に
伴
い
必
要
な
運
転
資
金

・
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
5
に
当
て
は
ま
る
方
が
、
事
業
承
継
・

集
約
を
契
機
に
、
新
た
に
第
二
創
業
、
新
た
な
取
組
み
ま
た
は

P
M
Iの
取
り
組
み
を
図
る
う
え
で
必
要
な
設
備
資
金
お
よ
び
運
転

資
金

基
準
利
率

特
利
Ａ

特
利
Ｂ

1
　
中
期
的
な
事
業
承
継
を
計
画
し
、
現
経
営
者
が
後
継
者
（
候
補
者
を

含
み
ま
す
。
）
と
共
に
事
業
承
継
計
画
を
策
定
し
て
い
る
方
(注
)

（
注
）
ご
融
資
後
お
お
む
ね
1
0
年
以
内
に
事
業
承
継
を
実
施
す
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
方

2
　
安
定
的
な
経
営
権
の
確
保
等
に
よ
り
、
事
業
の
承
継
・
集
約
を
行
う
方

お
よ
び
当
該
事
業
者
か
ら
事
業
を
承
継
・
集
約
さ
れ
る
方

3
　
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
経
営

承
継
円
滑
化
法
）
第
1
2
条
第
1
項
第
1
号
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
を
受
け

た
中
小
企
業
者
（
同
項
第
1
号
イ
に
該
当
す
る
方
に
限
り
ま
す
。
）
の
代
表

者
、
同
法
第
1
2
条
第
1
項
第
2
号
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
を
受
け
た
個
人

で
あ
る
中
小
企
業
者
ま
た
は
同
法
第
1
2
条
第
1
項
第
3
号
の
規
定
に
基
づ

き
認
定
を
受
け
た
事
業
を
営
ん
で
い
な
い
個
人
の
方

4
　
事
業
承
継
に
際
し
て
経
営
者
個
人
保
証
の
免
除
等
を
取
引
金
融
機

関
に
申
し
入
れ
た
こ
と
を
契
機
に
取
引
金
融
機
関
か
ら
の
資
金
調
達
が

困
難
に
な
っ
て
い
る
方
で
あ
っ
て
、
公
庫
が
融
資
に
際
し
て
経
営
者
個
人

保
証
を
免
除
す
る
方

5
　
事
業
の
承
継
・
集
約
を
契
機
に
、
新
た
に
第
二
創
業
（
経
営
多
角
化
・

事
業
転
換
・
新
市
場
進
出
）
ま
た
は
新
た
な
取
組
み
を
図
る
方
（
注
1
）
ま

た
は
P
M
Iの
取
組
み
を
図
る
方
（
注
2
）

（
注
1
）
　
事
業
承
継
後
5
年
以
内
に
新
た
に
第
二
創
業
後
も
し
く
は
新
た

な
取
組
み
を
行
う
方
ま
た
は
行
っ
た
方
に
限
り
ま
す
。

（
注
2
）
　
「
P
M
Iの
取
組
み
を
図
る
方
」
と
は
、
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機

関
の
支
援
を
受
け
て
P
M
I計
画
を
策
定
し
、
当
該
計
画
を
実
施
す
る
方

（
M
&
A
後
5
年
以
内
に
P
M
Iの
取
組
み
を
行
う
方
又
は
行
っ
て
い
る
方
に

限
り
ま
す
。
）
を
い
い
ま
す
。

制
度

別
枠
7
,2
0
0
万

円

融
資
条
件

企
業
活
力
強
化

貸
付

資
金
の
お
使
い
み
ち

事
業
承
継
・
集

約
・
活
性
化
支

援
資
金資
金

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

５
年
以
内

2
0
年
以
内

（
運
転
資
金

は
1
0
年
以

内
）

2
0
年
以
内

（
運
転
資
金

は
1
0
年
以

内
）

2
年
以
内

企
業
活
力
強
化

貸
付

企
業
活
力
強
化

資
金

1
　
商
業
振
興
関
連

卸
売
業
、
小
売
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
ま
た
は
不
動
産
賃

貸
業
（
注
１
）
を
営
む
方

2
　
支
払
条
件
改
善
関
連

取
引
先
に
対
す
る
支
払
条
件
の
改
善
に
取
り
組
む
方

3
　
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
関
連

卸
売
業
、
小
売
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
ま
た
は
道
路
旅
客

運
送
業
を
営
む
方
で
あ
っ
て
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
導
入
に
よ
り
生
産

性
の
向
上
を
図
る
方

4
　
取
引
環
境
改
善
関
連

委
託
事
業
者
の
生
産
拠
点
の
閉
鎖
・
縮
小
、
発
注
内
容
の
見
直
し
ま
た

は
脱
炭
素
化
の
取
組
み
の
要
請
に
伴
い
、
自
ら
の
取
引
環
境
の
改
善
に

取
り
組
む
方

5
　
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
宣
言
関
連

　
　
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
宣
言
」
を
公
表
し
て
い
る
方
（
注
２
）

6
　
流
通
関
連

輸
送
、
保
管
、
荷
さ
ば
き
、
流
通
加
工
そ
の
他
の
物
資
の
流
通
に
係
る
業

務
を
行
う
方
ま
た
は
こ
れ
ら
の
方
を
構
成
員
と
す
る
事
業
協
同
組
合
等

7
　
省
力
化
関
連

中
小
企
業
省
力
化
投
資
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
て
い
る
方

8
　
B
C
P
関
連

自
ら
策
定
し
た
B
C
P
に
基
づ
き
、
防
災
に
死
す
る
設
備
等
の
整
備
を
行
う

方 9
　
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
関
連

道
路
法
運
送
法
第
2
条
第
3
項
に
規
定
す
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を

行
う
方

1
0
　
受
託
中
小
企
業
振
興
法
関
連

受
託
中
小
企
業
振
興
法
第
5
条
の
規
定
に
基
づ
き
振
興
事
業
計
画
の
認

定
を
受
け
た
連
携
体
を
構
成
す
る
方

1
1
　
外
国
人
労
働
者
関
連

外
国
人
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
ま
た
は
雇
用
環
境
整
備
に
取
り
組

む
方
。

（
注
１
）
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
1
5
条
第
1
項
各
号
に

定
め
る
ま
ち
づ
く
り
会
社
等
ま
た
は
同
法
第
4
2
条
第
４
項
に
定
め
る
民
間

中
心
市
街
地
商
業
活
性
化
事
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
方
に
限
り
ま

す
。

（
注
２
）
「
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
宣
言
」
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

（
h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.b
iz
-
p
ar
tn
er
sh
ip
.j
p
/
in
d
ex
.h
tm
l）
に
お
い
て
、
「
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
宣
言
」
を
登
録
・
公
表
し
て
い
る
方
を
い
い
ま
す
。

1
　
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
1
に
該
当
す
る
方
が
、
次
の
い
ず

れ
か
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
資
金
お
よ
び
運
転
資
金
（
た
だ

し
、
（
5
）
の
資
金
は
運
転
資
金
に
限
り
ま
す
。
）

（
1
）
合
理
化
、
共
同
化
等
を
図
る
た
め
の
設
備
の
取
得
（
店
舗
、
仕

入
･配
送
・
販
売
設
備
、
食
料
品
販
売
業
等
の
方
が
導
入
す
る
食

品
廃
棄
物
の
再
利
用
設
備
な
ど
幅
広
い
用
途
に
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。
）

（
2
）
セ
ル
フ
･サ
ー
ビ
ス
店
の
取
得

（
3
）
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
へ
の
入
居

（
4
）
新
分
野
へ
の
進
出
（
中
心
市
街
地
関
連
地
域
（
注
3
）
で
事
業

を
営
む
方
に
限
り
ま
す
。
）

（
5
）
販
売
促
進
、
人
材
確
保
（
運
転
資
金
の
み
）

2
　
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
2
に
該
当
す
る
方
が
必
要
と
す
る

設
備
資
金
（
支
払
条
件
の
改
善
と
同
時
に
行
う
生
産
性
向
上
に
資

す
る
資
金
に
限
り
ま
す
。
）
お
よ
び
運
転
資
金

3
　
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
3
に
該
当
す
る
方
が
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
に
対
応
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
運
転
資
金

4
　
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
4
に
該
当
す
る
方
が
必
要
と
す
る

設
備
資
金
お
よ
び
運
転
資
金

5
　
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
5
に
該
当
す
る
方
が
、
「
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
宣
言
」
に
記
載
さ
れ
た
方
針
に
基
づ
く
取
組
み

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
設
備
資
金
お
よ
び
運
転
資
金

6
　
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
6
に
該
当
す
る
方
が
、
流
通
業
務

の
効
率
化
、
合
理
化
ま
た
は
共
同
化
を
図
る
た
め
に
必
要
と
す
る

設
備
資
金
お
よ
び
運
転
資
金

7
　
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
7
に
該
当
す
る
方
が
省
力
化
に
取

り
組
む
た
め
に
必
要
と
す
る
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金

8
　
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
8
に
該
当
す
る
方
が
、
B
C
P
等
に

基
づ
き
、
防
災
に
資
す
る
設
備
等
の
整
備
（
改
善
及
び
改
修
を
含

む
。
）
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金

9
　
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
9
に
該
当
す
る
方
が
、
旅
客
自
動

車
運
送
業
務
の
効
率
化
、
合
理
化
ま
た
は
共
同
化
を
図
る
た
め
に

必
要
と
す
る
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金
。

1
0
　
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
1
0
に
該
当
す
る
方
が
、
承
認
信

仰
事
業
計
画
の
実
施
の
た
め
に
必
要
と
す
る
設
備
資
金
及
び
運

転
資
金

1
1
　
「
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方
」
の
1
1
に
該
当
す
る
方
が
、
外
国
人

労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
ま
た
は
雇
用
環
境
の
整
備
に
必
要

と
す
る
設
備
資
金
及
び
運
転
資
金

（
注
3
）
中
心
市
街
地
関
連
地
域
に
つ
い
て
は
、
お
近
く
の
支
店
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

7
,2
0
0
万
円

基
準
利
率

特
利
Ａ

特
利
Ｂ

特
利
Ｃ

− 32 − − 33 −



特
別
貸
付
（
令
和
8
年
4
月
１
日
現
在
）

制
度

資
金

ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

資
金
の
お
使
い
み
ち

融
資
条
件

融
資
限
度
額

利
率
（
年
）
ご
返
済
期
間
据
置
期
間

担
保
・
保
証
人

2
年
以
内

企
業
再
生
貸
付
企
業
再
建
資
金

企
業
活
力
強
化

貸
付

事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
資
金
お
よ
び
運
転
資
金

5
年
以
内

ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
ジ

ネ
ス
支
援
資
金

お
客
さ
ま
の
ご

希
望
を
伺
い
な

が
ら
ご
相
談
さ

せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

2
0
年
以
内

1
　
企
業
再
建
関
連

次
の
い
ず
れ
か
の
機
関
の
関
与
の
下
で
事
業
の
再
建
を
図
る
方

（
1
）
株
式
会
社
整
理
回
収
機
構

（
2
）
中
小
企
業
活
性
化
協
議
会
（
旧
：
中
小
企
業
再
生
支
援
協
議
会
を

含
み
ま
す
。
）

（
3
）
株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構

（
4
）
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構
法
第
5
9
条
に

規
定
す
る
産
業
復
興
相
談
セ
ン
タ
ー

（
5
）
株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構

（
6
）
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
出
資
す
る
投
資
事

業
有
限
責
任
組
合

（
7
）
中
小
企
業
の
事
業
再
生
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
規
定
す
る
第

三
者
支
援
専
門
家

2
　
民
間
金
融
機
関
関
連

適
切
な
再
生
計
画
を
策
定
し
、
取
引
金
融
機
関
の
支
援
を
受
け
て
企
業

再
生
を
図
る
方

3
　
認
定
支
援
機
関
関
連

　
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

（
1
）
認
定
支
援
機
関
に
よ
る
経
営
改
善
計
画
策
定
支
援
事
業
を
利
用
し

て
経
営
改
善
に
取
り
組
ん
で
い
る
方

（
2
）
過
剰
債
務
の
状
況
に
陥
っ
て
い
る
方
が
経
営
改
善
計
画
の
策
定
を

行
い
、
認
定
支
援
機
関
に
よ
る
指
導
お
よ
び
助
言
を
受
け
て
お
り
、
か

つ
、
同
計
画
に
対
す
る
関
係
金
融
機
関
の
合
意
が
確
認
で
き
る
方

4
　
条
件
変
更
先
関
連

金
融
機
関
か
ら
の
事
業
資
金
の
借
入
に
つ
い
て
、
弁
済
に
か
か
る
負
担

の
軽
減
を
目
的
と
し
た
条
件
変
更
を
行
っ
て
い
る
方

企
業
の
再
建
を
図
る
う
え
で
必
要
と
な
る
設
備
資
金
お
よ
び
運
転

資
金

別
枠
7
,2
0
0
万

円
基
準
利
率

特
利
Ａ

特
利
B

特
利
C

1
.N
P
O
法
人

2
.N
P
O
法
人
以
外
で
あ
っ
て
、
次
の
（
1
）
ま
た
は
（
2
）
に
該
当
す
る
方

　
（
1
）
保
育
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
（
注
1
）
を
営
む
方

　
（
2
）
社
会
的
課
題
の
解
決
を
目
的
と
す
る
事
業
（
注
2
）
を
営
む
方

（
注
1
）
日
本
標
準
産
業
分
類
に
お
け
る
老
人
福
祉
・
介
護
事
業
、
児
童

福
祉
事
業
、
障
が
い
者
福
祉
事
業
等
を
指
し
ま
す
。

（
注
2
）
日
本
公
庫
が
定
め
る
一
定
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

別
枠
7
,2
0
0
万

円
基
準
利
率

特
利
Ａ

特
利
Ｂ

2
0
年
以
内

（
運
転
資
金

は
1
0
年
以

内
）

 

(
3
)
 
商
工
組
合
中
央
金
庫
 

松
江

支
店
 

松
江
市

殿
町

 
 

℡
0
8
5
2－

2
3
－

3
1
3
1 

浜
田

営
業

所
 

浜
田

市
竹

迫
町

 
℡

0
8
5
5－

2
3－

3
03

3  

融
資
の
種
類
 

融
資
対
象
者
 

使
 
 
途
 

融
 
資
 
条
 
件
 

備
 
 
 
考
 

申
込
先
 

融
資
限
度
 

融
資
期
間
・
償
還
方
法
 

保
証
人
・
担
保
 

組
 

  合
 

  貸
 

共
同

事
業
 

資
金
 

 商
工
中
金
の
株
式
を
保
有
し
て
い
る
中
小
企

業
団
体
（
備
考
欄
参
照
）
と
そ
の
構
成
員
。
 

ま
た
、
中
小
企
業
を
主
要
な
構
成
メ
ン
バ
ー

と
す
る
共
同
出
資
会
社
、
中
小
企
業
団
体
と

そ
の
構
成
員
の
海
外
現
地
法
人
、
中
小
企
業

団
体
と
そ
の
構
成
員
の
事
業
を
承
継
さ
れ
よ

う
と
す
る
方
な
ど
の
ご
相
談
に
も
応
じ
て
い

ま
す
。
 

な
お
、
こ
れ
か
ら
中
小
企
業
団
体
を
設
立
さ

れ
る
方
、
現
時
点
で
中
小
企
業
団
体
の
構
成

員
に
な
っ
て
い
な
い
方
の
ご
相
談
に
も
応
じ

て
い
ま
す
。
 

※
ご
融
資
の
時
点
で
、
中
小
企
業
団
体
の
構

成
員
等
に
な
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
 

 設
備
資
金
 

運
転
資
金
 

 商
工

中
金

が
必
要

と
認

め

る
額
 

 ◎
融
資
期
間
 

原
則
と
し
て
 

・
設
備
資
金
 

 
1
5
年
以
内
 

 
据
置
期
間
 

 
２
年
以
内
 

・
運
転
資
金
 

 
1
0
年
以
内
 

 
据
置
期
間
 

 
２
年
以
内
 

◎
償
還
方
法
 

 
分
割
返
済
 

 
期
限
一
時
返
済
 

 必
要

に
応

じ
て

提

供
し

て
い

た
だ

き

ま
す
。
 

 ◎
商
工
中
金
株
主
団
体
 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
 

事
業
協
同
組
合
・
事
業
協
同
小
組
合
 

火
災
共
済
協
同
組
合
・
信
用
協
同
組
合
 

協
同
組
合
連
合
会
・
企
業
組
合
 

協
業
組
合
・
商
工
組
合
・
同
連
合
会
 

商
店
街
振
興
組
合
・
同
連
合
会
 

生
活
衛
生
同
業
組
合
・
同
連
合
会
 

生
活
衛
生
同
業
小
組
合
 

酒
造
組
合
・
同
連
合
会
・
同
中
央
会
 

酒
販
組
合
・
同
連
合
会
・
同
中
央
会
 

内
航
海
運
組
合
・
同
連
合
会
 

輸
出
組
合
 

輸
入
組
合
 

市
街
地
再
開
発
組
合
 

 

 １
 
直
接
貸
付
 

商
工
中
金
 

松
江
支
店
 

浜
田
営
業
所
 

２
 
代
理
貸
付
 

島
根

中
央

信

用
金
庫
 

島
根

益
田

信

用
組
合
 

各
本
支
店
 

転
貸

資
金
 

構
成

員
貸
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３３．．島島根根県県信信用用保保証証協協会会のの信信用用補補完完のの制制度度  
                島根県信用保証協会 

 本 店  松江市殿町       ℡0852－22－2837 

出雲支店 出雲市大津新崎町  ℡0853－21－4998 

浜田支店 浜田市殿町     ℡0855－22－0833 

益田支店 益田市あけぼの本町 ℡0856－22－4567 

(1) 信用保証のあらまし 

１．信用保証協会の業務 

中小企業者の金融機関からの借入を円滑にするため、その債務を保証する業務をおこないます。 

２．資金使途 

事業経営に必要な運転資金、設備資金に限ります。 

住居の建築資金、金融機関の旧債権の回収にあてる資金の借入等の保証はできません。 

３．中小企業者の資格 

 ① 法人で、島根県内に本店または事業所を有する方及び個人で、住居または事業所のいずれかが島

根県内にある方。 

事業所は、支店、営業所、工場等の名称を問わず、現実にそこにおいて営業活動が行われており、

当該事業経営に必要な資金であれば対象とします。また、住居とは単なる住民登録上の住所という

だけではなく、原則として現に居住していることが必要です。 

注）制度要綱等で定めがある場合は、その定めによります。 

 ② 特定業種に属する事業を行っていること。 

注）ⅰ 許可、免許、登録等を要する業種は、その許可、登録を受けていることが必要です。 

ⅱ 現に他の信用保証協会で保証を受けている中小企業者については、あらかじめご相談くだ

さい。 

ⅲ 制度要綱等で定めがある場合は、その定めによります。 

４．中小企業者の範囲（資本金と従業員） 

業     種 資 本 金 従  業  員 

製 造 業 等 

（建設業・運送業・旅行業含む） 
３億円以下 300 人以下 

 政令特例 

業  種 

ゴ ム 製 品 製 造 業 

（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ

製造業並びに工業用ベルト製造業を除く） 

３億円以下 900 人以下 

卸 売 業 １億円以下 100 人以下 

サ ー ビ ス 業 ５千万円以下 100 人以下 

 政令特例

業  種 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ３億円以下 300 人以下 

 旅 館 業 ５千万円以下 200 人以下 

小 売 業 ５千万円以下  50 人以下 

医 業 を 主 た る 事 業 と す る 法 人     ― 300 人以下 

注）・資本金か従業員のうち、どちらか一方が適合していれば結構です。 

・個人及びＮＰＯ法人については、従業員の条件に該当していれば結構です。なお、ＮＰＯ法人の場

合は、政令特例業種の規模要件は適用されません。 

・家族従業員、臨時の使用人（実質上常用的な者を除く）、会社の役員は従業員には含みません。 

 ＮＰＯ法人の場合、雇用契約関係が無いボランティア等は従業員に含みません。 

・組合の場合は、構成員の２／３以上が上記に該当すれば結構です。 

・建設業には、測量業、地質調査業及び水路測量業も含まれます。 

５．信用保証料 

基本料率は、保証金額に対して年 0.45～2.20％です。ただし、地方公共団体の制度融資は軽減され

ております。 

主な信用保証制度一覧表 （令和8年4月1日現在）

貸付限度額 保証期間
貸付利率

①責任共有対象

②責任共有対象外

信用保証
料率

年 年 ％ 年 ％

20 0.45～2.20

2,000万円～2億円
運転5～15
設備5～20

0.45～2.20

2,000万円 10 0.50～2.20

500万円 10 1.55 0.91

証貸1,000万円
当貸500万円

証貸10
当貸2（更新可能）

1.95
証貸0.30～1.75
当貸0.24～1.47

3,000万円 3 2.50以下 0.45～1.35

5億6,000万円 7 0.45～1.90

2億8,000万円
設備10、運転7、

当貸2 (更新可能)
0.39～1.62

2億8,000万円 2　(更新可能) 0.39～1.15

2,000万円 2　(更新可能) 0.39～1.62

300万円 2　(更新可能) 0.39～1.62

2億円 2　(更新可能) 0.39～0.85

5,000万円 2　(更新可能) 0.39～1.15

2億8,000万円
（組合4億8,000万円）

10 0.20～1.90

2億5,000万円 1（更新可能） 0.68

2,000万円 5 0.60～1.90

2億8,000万円
（組合4億8,000万円）

15 0.45～0.91

2億8,000万円
（組合4億8,000万円）

15 0.80～1.00

2億8,000万円
（組合4億8,000万円）

10 0.50～0.80

3,500万円 10 0.70～1.11

8,000万円 10 0.70～2.35

2億8,000万円
（組合4億8,000万円）

10 0.45～1.90

2億8,000万円
（組合4億8,000万円）

設備7、運転5
（借換10）

0.45～1.75

2億8,000万円
（組合4億8,000万円）

10 0.45～1.90

2億8,000万円
（組合4億8,000万円）

10 0.45～1.90

2,000万円 10 ②1.30 0.20～1.20

2,000万円 10
①1.45
②1.30

0.20～1.20

設備8,000万円
運転5,000万円
借換8,000万円

設備12、運転7、
借換10

①1.55
②1.40

0.40～1.70

8,000万円 10
①1.55
②1.40

0.65～2.15

設備5,000万円
運転3,000万円

設備12、運転10
①1.35
②1.20

0.20～1.50

5,000万円 10
①2.35
②2.20

0.20～1.50

設備8,000万円
運転5,000万円

設備12、運転10
①1.45
②1.30

0.40～1.70

2億8,000万円 15
①1.65
②1.50

0.40～1.70

2億8,000万円 10 ①1.50 0.45～1.90

2億8,000万円 15
①1.75
②1.60

0.80～1.00

8,000万円 8
①1.45
②1.30

0.40～1.70

設備5,000万円
運転3,000万円

12
①1.45
②1.30

0.40～1.70

注1）

注2）

注3）

注4）

注5）

注6）

注7）

注8）

注9）

注10）

ア ド バ ン ス ３ ０ ０ ０ 保 証

市 町 村 提 携 創 業 保 証 「 創 」

市町村提携創業保証「創」における借入時の保証料は、対象市町村及び保証協会の負担により事業者負担ゼロとなります。

財務情報を基に、リスク計測モデル（CRDモデル）により、制度毎に料率区分①～⑨の範囲で料率を判定し、これに定性情報を加味して料率を決定します。なお、区分対
応する保証において次のいずれかに該当する事業者については、料率区分⑤の保証料率に定性要因を加味して料率を決定します。
①個人その他の法令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない事業者であって貸借対照表及び損益計算書がないもの
②事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない事業者
③金融機関からの借入れ（当該保険関係に係るものに限る）に係る連帯債務を負担する事業者

小口零細企業保証（グロース）、小規模企業特別資金（全国小口）を利用する事業者は、既保証付の融資残高（根保証・当座貸越等は極度額）と新規申込額との合計が
2,000万円以下となること。

経 済 変 動 等 資 金

経 営 改 善 長 期 借 換 資 金

そ　の　都　度　知　事　が　定　め　る

緊
急
融
資

ビ ジ ネ ス カ ー ド ロ ー ン 当 座 貸 越 根 保 証 ほ っ と 300

新 事 業 展 開 強 化 資 金

財 務 要 件 型 無 保 証 人 保 証 あ ん し ん

当 座 貸 越 根 保 証

一
般
融
資

事 業 再 生 計 画 実 施 関 連 保 証 （ 経 営 改 善 サ ポ ー ト 保 証 ）

東 日 本 大 震 災 復 興 緊 急 保 証

制　　度　　名

普 通 保 証
2億8,000万円

（組合4億8,000万円）

金融機関
所定

長 期 経 営 資 金 保 証

小 口 零 細 企 業 保 証 （ グ ロ ー ス ）

無 担 保 ・ 無 保 証 人 当 座 貸 越 根 保 証
プ レ ミ ア

無 担 保 当 座 貸 越 根 保 証 リ ー ド ５ ０ ０ ０

流 動 資 産 担 保 融 資 保 証

予 約 保 証

事 業 再 生 計 画 実 施 関 連 保 証 （ 経 営 改 善 ・ 再 生 支 援 強 化 型 ）

小 規 模 企 業 特 別 資 金
（ 全 国 小 口 ）

モ ニ タ リ ン グ 強 化 型 特 別 保 証

金融機関
所定

協 調 支 援 型 経 営 課 題 対 応 特 別 資 金

事 業 者 選 択 型 経 営 者 保 証 非 提 供 促 進 特 別 保 証

プ ロ パ ー 融 資 借 換 特 別 保 証

協 調 支 援 型 特 別 保 証

ス タ ー ト ア ッ プ 創 出 促 進 保 証

一 般 資 金 （ 経 営 者 保 証 非 提 供 枠 ）

特 定 社 債 保 証

島
根
県
中
小
企
業
融
資

災 害 復 旧 資 金

事 業 者 カ ー ド ロ ー ン 根 保 証

事 業 承 継 特 別 保 証

災 害 対 策 特 別 資 金

小 規 模 企 業 育 成 資 金

「モニタリング強化型特別保証」における借入時の保証料率は国補助により0.22～0.95％の引下げとなります。

商 工 団 体 提 携 保 証 「 輪 （ り ん ） 」

「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証」、「一般資金（経営者保証非提供枠）」における借入時の保証料率は国補助により0.05％の引下げとなります。

セーフティネットの対象となる事業者は保証料率が0.91％又は0.80％（小規模企業特別資金、小規模企業育成資金、創業者支援資金、再生支援資金は0.71％又は
0.60％）となります。なお、料率区分が0.91％又は0.80％（小規模企業特別資金、小規模企業育成資金、創業者支援資金、再生支援資金は0.71％又は0.60％）以下に該
当する事業者については、低い保証料率を適用します。

経 営 力 強 化 保 証

「協調支援型特別保証」、「協調支援型経営課題対応特別資金」で本制度と同時に一定額のプロパー融資を受ける場合は国補助により借入時の保証料率が0.15～
0.63％の引下げとなり、経営行動計画を策定される場合は国補助により借入時の保証料率が0.11～0.47％の引下げとなります。

そ　の　都　度　知　事　が　定　め　る

一 般 資 金

「事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）」、「経営改善サポート資金」において経営者保証免除対応を適用する場合は、保証料率が0.20％の上乗せ
となります。ただし、「事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）」、「経営改善サポート資金」において借入時の保証料率は国補助後、一律0.40％となり
ます。

事業者選択型経営者保証非提供制度を適用される場合、保証料率は0.25％又は0.45％の上乗せとなります。

会計参与設置会社に対する割引（▲0.10％）、担保提供を頂いた場合の有担保割引（▲0.10％）が適用される場合があります。

特
別
融
資

創 業 者 支 援 資 金

再 生 支 援 資 金

経 営 改 善 サ ポ ー ト 資 金

セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 資 金
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ききょょううかかいい専専門門家家派派遣遣事事業業「「結結（（ゆゆいい））」」ののごご案案内内  

 
事業運営上抱える種々の経営課題（経営、技術、人材、情報、会計等）に対して専門的な知識を有する専

門家を派遣し、経営計画策定支援や経営課題解決に向けたお手伝いをさせていただく事業です。 
 
【事業の内容】 
①当協会のご利用がある中小企業者が対象となります。また、県内に事業所もしくは住所を有し、保証対象

業種を営んでいる中小企業者の方、これから新たに事業を始められる方で、当協会のご利用が見込まれる

方もご利用いただけます。 
②専門家がお客様の事業所まで直接出向き、協会職員も一緒になって経営課題解決に向けた活動に取り組み

ます。 
③専門家への相談料・診断料は無料です。 
※派遣回数等の詳細についてはお問い合わせください。 
 
【例えばこんな時･･･】 
 ○人気の出るメニューを一緒に考えてほしい 
 ○効果的なＨＰを作りたい 
 ○従業員の接遇を強化したい 
 ○経営改善計画をつくりたい 
 
【こんな専門家がいます！】 
 ○税理士 
 ○中小企業診断士 
 ○装飾展示技能士 
 ○接客指導者 
 ○ＩＴコーディネーター 他 
 

女女性性経経営営者者ののたためめのの経経営営相相談談窓窓口口「「チチーームム・・エエススポポワワーールル」」ののごご案案内内  

 
 女性ならではの観点と感性を活かし、様々なアイデアやノウハウの提供、 
「女性経営者の交流の場」の開催を行なっています。 
女性相談員は県内全ての営業所(本店、出雲支店、浜田支店、益田支店) に 
配置していますので、お気軽にご相談ください。 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

ホホーームムペペーージジののごご案案内内  

  当協会では、ホームページを開設しています。 

 制度の創設・変更、お知らせ事項など最新情報も随時更新していますので、ぜひご活用ください。 

 また、当協会職員による経営支援事例として、実際の経営者の方にご出演いただいた５分間のショートム

ービーをインターネットでご覧いただけます！ 

 ホームページＵＲＬ https://www.shimane-cgc/or.jp/ 
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